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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
予め設定された複数の運用モードの切替操作を受け付ける切替操作手段と、
前記切替操作手段により前記切替操作を受け付けた場合に前記運用モードを切り替えるモ
ード切替手段と、
処方データと前記運用モードごとに対応して予め設定された調剤機器各々の使用条件とに
基づいて複数の前記調剤機器から一又は複数の前記調剤機器を制御対象として選択する調
剤制御手段と、を備える調剤管理装置。
【請求項２】
現在の前記運用モードを表示手段に表示させるモード表示手段を更に備え、
前記切替操作手段が、前記モード表示手段により表示された前記運用モードの表示領域の
操作を前記切替操作として受け付ける請求項１に記載の調剤管理装置。
【請求項３】
前記モード表示手段が、前記調剤管理装置に通信可能に接続された通信端末に設けられた
表示手段に現在の前記運用モードを表示させるものであり、
前記切替操作手段が、前記通信端末からの切替信号の受信を前記切替操作として受け付け
るものである請求項２に記載の調剤管理装置。
【請求項４】
前記運用モード各々に対応する前記使用条件をユーザー操作に応じて設定する使用条件設
定手段を備えてなる請求項１～３のいずれかに記載の調剤管理装置。



(2) JP 5598639 B1 2014.10.1

10

20

30

40

50

【請求項５】
前記調剤制御手段が、前記処方データに含まれた医薬品の種類及び剤形のいずれか一方又
は両方に応じて複数の前記調剤機器から一又は複数の前記調剤機器の候補を選択し、前記
調剤機器の候補各々に対応する前記使用条件に従って前記調剤機器の候補から一又は複数
の前記調剤機器を選択するものである請求項１～４のいずれかに記載の調剤管理装置。
【請求項６】
複数の前記調剤機器が、同じ医薬品を調剤する際に使用することが可能であって前記医薬
品の調剤方法が異なる複数の調剤機器を含み、
前記調剤制御手段が、現在の前記運用モードに対応する前記使用条件に従って、調剤方法
が異なる複数の前記調剤機器から制御対象となる調剤機器を選択する請求項１～５のいず
れかに記載の調剤管理装置。
【請求項７】
複数の前記調剤機器が、前記処方データに従って錠剤を１服用分ごとに分包紙に包装する
錠剤分包機と、予め錠剤が包装されたＰＴＰシート又はヒートシールを前記処方データに
従って払い出すシート払出装置とを含み、
前記調剤制御手段が、前記処方データに含まれた医薬品が錠剤である場合に、現在の前記
運用モードに対応する前記使用条件に従って、制御対象として選択する前記調剤機器を前
記錠剤分包機及び前記シート払出装置のいずれかに切り替える請求項６に記載の調剤管理
装置。
【請求項８】
複数の前記調剤機器が、前記処方データに従って医薬品を自動的に払い出す自動払出装置
と、手動で調剤する際に用いられて調剤対象の医薬品名及び前記データを照合するピッキ
ング補助装置とを含み、
前記調剤制御手段が、前記処方データに含まれた医薬品が錠剤である場合に、現在の前記
運用モードに対応する前記使用条件に従って、制御対象として選択する前記調剤機器を前
記自動払出装置及び前記ピッキング補助装置のいずれかに切り替える選択する請求項６又
は７に記載の調剤管理装置。
【請求項９】
前記運用モード各々に対応する前記使用条件を記憶する使用条件記憶手段を更に備え、
前記調剤制御手段が、現在の前記運用モードに対応する前記調剤機器各々の前記使用条件
を前記使用条件記憶手段から読み出すものである請求項１～８のいずれかに記載の調剤管
理装置。
【請求項１０】
前記調剤制御手段が、前記制御対象として選択した前記調剤機器各々に対応する調剤デー
タ又は印刷データを前記処方データに基づいて生成するものである請求項１～９のいずれ
かに記載の調剤管理装置。
【請求項１１】
コンピュータに、
予め設定された複数の運用モードの切替操作を受け付ける切替操作工程と、
前記切替操作工程により前記切替操作を受け付けた場合に前記運用モードを切り替えるモ
ード切替工程と、
処方データと前記運用モードごとに対応して予め設定された調剤機器各々の使用条件とに
基づいて複数の前記調剤機器から一又は複数の前記調剤機器を制御対象として選択する調
剤制御工程と、
を実行させるための調剤管理プログラム。
【請求項１２】
通信可能に接続される調剤管理装置と一又は複数の通信端末とを備えた調剤管理システム
であって、
前記調剤管理装置が、
予め設定された複数の運用モードの切替操作を受け付ける切替操作手段と、前記切替操作
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手段により前記切替操作を受け付けた場合に前記運用モードを切り替えるモード切替手段
と、処方データと前記運用モードごとに対応して予め設定された調剤機器各々の使用条件
とに基づいて複数の前記調剤機器から一又は複数の前記調剤機器を制御対象として選択す
る調剤制御手段と、を備え、前記切替操作手段が、前記通信端末からの切替信号の受信を
前記切替操作として受け付けるものであり、
前記通信端末が、
現在の前記運用モードを表示する表示手段と、前記表示手段に表示された前記運用モード
の表示領域の操作に応じて前記切替信号を前記調剤管理装置に送信する送信手段と、を備
えてなる調剤管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、病院又は調剤薬局などの医療機関で医薬品を調剤する際に使用される複数の調
剤機器を制御する調剤管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、病院又は調剤薬局などの医療機関では、患者に処方する医薬品を調剤する際に各
種の調剤機器が使用される。例えば、調剤機器には、錠剤を分包する錠剤分包機、散薬を
分包する散薬分包機、ＰＴＰシート又はヒートシールで包装された錠剤を払い出すシート
払出装置、調剤された薬剤を監査する調剤監査装置、及び医薬品を入れる薬袋を印刷する
薬袋プリンタなどが含まれる。
【０００３】
そして、医療機関には、処方データに基づいて複数の調剤機器を制御する調剤管理装置（
例えば、特許文献１参照）が設けられる。前記調剤管理装置は、調剤機器ごとに設定され
た使用条件に基づいて使用可能な調剤機器を選択する。例えば、前記調剤管理装置では、
調剤機器各々の使用時間帯を予め設定しておくことにより、調剤機器各々の使用有無を予
め定められたタイミングで切り替えることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１４５６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、複数の調剤機器の使用有無を任意のタイミングで切り替える場合、ユーザ
ーは、調剤管理装置に対して調剤機器各々の使用有無を個別に切り替えるための操作を行
う必要があり、複数の調剤機器の使用有無を簡単に切り替えることができなかった。
【０００６】
本発明の目的は、ユーザーが任意のタイミングで複数の調剤機器の使用条件を簡単に切り
替えることのできる調剤管理装置、調剤管理プログラム、及び調剤管理システムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の調剤管理装置は、切替操作手段、モード切替手段、及び調剤制御手段を備える。
前記切替操作手段は、予め設定された複数の運用モードの切替操作を受け付ける。前記モ
ード切替手段は、前記切替操作手段により前記切替操作を受け付けた場合に前記運用モー
ドを切り替える。前記調剤制御手段は、処方データと前記運用モードごとに対応して予め
設定された調剤機器各々の使用条件とに基づいて複数の前記調剤機器から一又は複数の前
記調剤機器を制御対象として選択する。本発明によれば、ユーザーは、前記運用モードを
切り替えるための前記切替操作を行うことにより、前記複数の調剤機器の使用有無などの
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使用条件を任意のタイミングで簡単に切り替えることができる。
【０００８】
また、前記調剤管理装置が、現在の前記運用モードを表示手段に表示させるモード表示手
段を更に備え、前記切替操作手段が、前記モード表示手段により表示された前記運用モー
ドの表示領域の操作を前記切替操作として受け付けることが考えられる。これにより、ユ
ーザーは前記運用モードの表示領域を操作するという直感的な操作により前記運用モード
を容易に切り替えることができる。より具体的に、前記モード表示手段は、前記調剤管理
装置に通信可能に接続された通信端末に設けられた表示手段に現在の前記運用モードを表
示させることが考えられる。この場合、前記切替操作手段は、前記通信端末からの切替信
号の受信を前記切替操作として受け付ける。これにより、ユーザーは、前記調剤管理装置
から離れた場所に存在する前記通信端末により前記運用モードを切り替えることが可能と
なる。なお、前記通信端末は、例えばパーソナルコンピュータ、ラップトップパソコン、
携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、又はタブレット端末などの携帯用端末である。
【０００９】
さらに、前記調剤管理装置が、前記運用モード各々に対応する前記使用条件をユーザー操
作に応じて設定する使用条件設定手段を備えてなることが望ましい。これにより、ユーザ
ーは、前記運用モード各々に対応する前記使用条件を任意に設定することができる。また
、前記調剤制御手段は、前記処方データに含まれた医薬品の種類及び剤形のいずれか一方
又は両方に応じて複数の前記調剤機器から一又は複数の前記調剤機器の候補を選択し、前
記調剤機器の候補各々に対応する前記使用条件に従って前記調剤機器の候補から一又は複
数の前記調剤機器を選択するものであることが考えられる。また、複数の前記調剤機器が
、同じ医薬品を調剤する際に使用することが可能であって前記医薬品の調剤方法が異なる
複数の調剤機器を含むことが考えられる。この場合、前記調剤制御手段は、現在の前記運
用モードに対応する前記使用条件に従って、調剤方法が異なる複数の前記調剤機器から制
御対象となる調剤機器を選択することが考えられる。これにより、前記運用モードを切り
替えるだけで、同じ医薬品を異なる調剤方法で調剤する調剤機器を容易に切り替えて使用
することができる。ここで、複数の前記調剤機器が、前記処方データに従って錠剤を１服
用分ごとに分包紙に包装する錠剤分包機と、予め錠剤が包装されたＰＴＰシート又はヒー
トシールを前記処方データに従って払い出すシート払出装置とを含むことが考えられる。
このとき、前記調剤制御手段は、前記処方データに含まれた医薬品が錠剤である場合に、
現在の前記運用モードに対応する前記使用条件に従って、制御対象として選択する前記調
剤機器を前記錠剤分包機及び前記シート払出装置のいずれかに切り替えることが考えられ
る。これにより、前記運用モードを切り替えるだけで、同じ医薬品を異なる調剤方法で調
剤する前記錠剤分包機及び前記シート払出装置を容易に切り替えて使用することができる
。一方、複数の前記調剤機器が、前記処方データに従って医薬品を自動的に払い出す自動
払出装置と、手動で調剤する際に用いられて調剤対象の医薬品名及び前記データを照合す
るピッキング補助装置とを含むことが考えられる。このとき、前記調剤制御手段は、前記
処方データに含まれた医薬品が錠剤である場合に、現在の前記運用モードに対応する前記
使用条件に従って、制御対象として選択する前記調剤機器を前記自動払出装置及び前記ピ
ッキング補助装置のいずれかに切り替える選択することが考えられる。これにより、前記
運用モードを切り替えるだけで、同じ医薬品を異なる調剤方法で調剤する前記自動払出装
置及び前記ピッキング補助装置を容易に切り替えて使用することができる。また、前記調
剤管理装置が、前記運用モード各々に対応する前記使用条件を記憶する使用条件記憶手段
を更に備える構成では、前記調剤制御手段は、現在の前記運用モードに対応する前記調剤
機器各々の前記使用条件を前記使用条件記憶手段から読み出す。なお、前記調剤制御手段
は、前記制御対象として選択した前記調剤機器各々に対応する調剤データ又は印刷データ
を前記処方データに基づいて生成することが考えられる。これにより、前記調剤制御手段
は、前記制御対象として選択した前記調剤機器各々を前記調剤データ又は前記印刷データ
に基づいて駆動させることが可能である。
【００１０】
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ところで、本発明は、コンピュータに、切替操作工程、モード切替工程、及び調剤制御工
程を実行させるための調剤管理プログラムの発明として捉えてもよい。前記切替操作工程
は、予め設定された複数の運用モードの切替操作を受け付ける。前記モード切替工程は、
前記切替操作工程により前記切替操作を受け付けた場合に前記運用モードを切り替える。
前記調剤制御工程は、処方データと前記運用モードごとに対応して予め設定された調剤機
器各々の使用条件とに基づいて複数の前記調剤機器から一又は複数の前記調剤機器を制御
対象として選択する。また、本発明は、通信可能に接続される調剤管理装置と一又は複数
の通信端末とを備えた調剤管理システムとして捉えてもよい。具体的に、前記調剤管理装
置は、前記切替操作手段、前記モード切替手段、及び前記調剤制御手段を備え、前記切替
操作手段が、前記通信端末からの切替信号の受信を前記切替操作として受け付ける。一方
、前記通信端末は、現在の前記運用モードを表示する表示手段と、前記表示手段に表示さ
れた前記運用モードの表示領域の操作に応じて前記切替信号を前記調剤管理装置に送信す
る送信手段とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、ユーザーが任意のタイミングで複数の調剤機器の使用条件を簡単に切り
替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態に係る調剤システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】調剤管理システムの概略構成を示すブロック図。
【図３】調剤制御処理及び遠隔切替処理の手順の一例を示すフローチャート。
【図４】運用切替画面の一例を示す図。
【図５】運用モード設定処理の手順の一例を示すフローチャート。
【図６】運用モードの設定画面の一例を示す図。
【図７】接続機器の設定画面の一例を示す図。
【図８】運用モード種別の設定画面の一例を示す図。
【図９】機器運用モードの錠剤分包機の設定画面の一例を示す図。
【図１０】機器運用モードのシート払出装置の設定画面の一例を示す図。
【図１１】内規運用モードの設定画面の一例を示す図。
【図１２】内規運用モードの設定画面の一例を示す図。
【図１３】使用条件情報の一例を示す図。
【図１４】運用モード切替処理の手順の一例を示すフローチャート。
【図１５】運用切替画面の一例を示す図。
【図１６】処方データ及び調剤データの一例を示す図。
【図１７】エラー代替処理の手順の一例を示すフローチャート。
【図１８】スケジュールの設定画面の一例を示す図。
【図１９】他の実施の形態に係る調剤システムの概略構成を示すブロック図。
【図２０】運用切替画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明し、本発明の理解に供す
る。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲
を限定する性格のものではない。
【００１４】
［調剤システム１００］まず、図１を参照しつつ、本発明の実施の形態に係る調剤システ
ム１００の概略構成について説明する。図１に示すように、前記調剤システム１００は、
主に外来患者に処方する医薬品を調剤する外来調剤室１０１と、主に入院患者に処方する
医薬品を調剤する入院調剤室１０２とを有する病院などの医療機関に設けられる。そして
、前記調剤システム１００は、前記外来調剤室１０１に配置された調剤機器群１と、前記
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入院調剤室１０２に配置された調剤機器群２と、サーバー４及び複数のクライアント端末
５を有する調剤管理システム３とを備えている。前記外来調剤室１０１及び前記入院調剤
室１０２は、例えば前記医療機関における別のフロア又は別の病棟に設けられた調剤室で
ある。
【００１５】
［調剤機器群１及び調剤機器群２］前記調剤機器群１及び前記調剤機器群２各々は、処方
データに基づいて医薬品を調剤する際に使用される複数の調剤機器を含む。具体的に、前
記調剤機器群１は、処方データに含まれた医薬品を調剤する錠剤分包機１１、１２、散薬
分包機１３、水剤分注機１４、及びシート払出装置１５と、処方データに関する情報を薬
袋に印刷する薬袋プリンタ１６～１８とを含む。同じく、前記調剤機器群２は、処方デー
タに含まれた医薬品を調剤する錠剤分包機２１、散薬分包機２２、２３、水剤分注機２４
、及びシート払出装置２５と、処方データに関する情報を薬袋に印刷する薬袋プリンタ２
６、２７とを含む。以下、前記調剤機器群１及び前記調剤機器群２に含まれる不特定の調
剤機器を調剤機器１０と称する。また、前記調剤機器１０のうち調剤動作を実行する調剤
機器のみを示す場合は調剤機器１０Ａ、印刷動作を実行する調剤機器のみを示す場合は調
剤機器１０Ｂと称する。前記調剤機器１０各々は、ＬＡＮ又はインターネット等の通信網
Ｎ１を介して前記サーバー４に通信可能に接続されており、前記サーバー４から前記調剤
データ又は前記印刷データを取得することが可能である。具体的に、前記調剤機器１０Ａ
各々は、前記サーバー４から前記調剤データを能動的に読み出す制御装置を備え、前記調
剤機器１０Ｂ各々は、前記サーバー４から送信された前記印刷データを受信する制御装置
を備えている。もちろん、前記調剤機器１０Ａ各々が前記サーバー４から送信された前記
調剤データを取得すること、及び前記調剤機器１０Ｂ各々が前記サーバー４から前記印刷
データを能動的に読み出すことも考えられる。
【００１６】
前記錠剤分包機１１、１２、２１は、複数種類の錠剤が収容された複数の薬剤カセットを
有し、前記サーバー４から取得した調剤データに従って前記薬剤カセットから錠剤を払い
出して１服用分ごとに分包紙で包装する分包動作を実行する。前記散薬分包機１３、２２
、２３は、投入された散薬を前記サーバー４から取得した調剤データに従って１服用分ご
とに分包紙で包装する分包動作を実行する。前記水剤分注機１４、２４は、複数種類の水
剤が収容された複数の薬瓶を有しており、前記サーバー４から取得した調剤データに従っ
て前記薬瓶から必要量の水剤を払い出す。前記シート払出装置１５、２５は、予め錠剤が
包装されたＰＴＰシート又はヒートシールが収容された複数のシートカセットを有する。
そして、前記シート払出装置１５、２５は、前記サーバー４から取得した調剤データに従
って前記シートカセットから必要量の前記ＰＴＰシート又は前記ヒートシールを払い出す
。前記薬袋プリンタ１６～１８、２６、２７は、前記サーバー４から取得した印刷データ
に基づいて、処方データに関する情報を、医薬品を入れる薬袋に印刷する。なお、前記調
剤システム１００に設けられる前記調剤機器１０の機種はこれらに限らない。例えば、薬
剤秤量装置、調剤監査装置、及びピッキング補助装置なども前記調剤機器１０の一例とし
て考えられる。前記薬剤秤量装置は、前記散薬分包機１３、２２、２３に投入する散薬を
事前に秤量する際に用いられる。前記調剤監査装置は、錠剤監査装置、散薬監査装置、又
は水剤監査装置などであり、調剤後の医薬品を撮像した画像又は調剤後の医薬品の重量な
どに基づいて、調剤された医薬品と処方データに含まれる医薬品との照合を行うものであ
る。前記ピッキング補助装置は、薬剤師が手動で調剤する際に用いられ、薬品棚又は薬瓶
などに付された識別情報（バーコードなど）から医薬品名を読み取って、その読み取られ
た医薬品名と処方データに含まれる医薬品名との照合を行うものである。
【００１７】
［調剤管理システム３］前記調剤管理システム３は、前記通信網Ｎ１を介して通信可能に
接続された前記サーバー４及び複数の前記クライアント端末５を備えている。本実施形態
では、前記サーバー４が調剤管理装置の一例であり、前記クライアント端末５が通信端末
の一例である。なお、前記クライアント端末５を前記サーバー４の構成要素として捉えて
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もよい。もちろん、前記クライアント端末５が１台であること、又は前記サーバー４がス
タンドアローンの形態で用いられることも他の実施形態として考えられる。前記サーバー
４は、前記調剤機器１０各々の動作を制御するために用いられるパーソナルコンピュータ
であり、前記医療機関に設けられたサーバールーム、前記外来調剤室１０１、又は前記入
院調剤室１０２などの任意の場所に配置される。なお、前記サーバー４が、前記医療機関
の外部に設けられており、前記サーバー４と前記クライアント端末５及び前記調剤機器１
０各々とがインターネット等の通信網を介して通信可能に接続される構成も他の実施形態
として考えられる。また、前記サーバー４が前記クライアント端末５と通信可能であり、
前記クライアント端末５を介して前記調剤機器１０各々を制御することも考えられる。前
記クライアント端末５は、前記外来調剤室１０１及び前記入院調剤室１０２各々に配置さ
れたパーソナルコンピュータである。なお、前記クライアント端末５は、ラップトップパ
ソコン、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、又はタブレット端末などの携帯用端末であ
ってもよい。
【００１８】
［サーバー４］ここに、図２は、前記調剤管理システム３の概略構成を示すブロック図で
ある。図２に示すように、前記サーバー４は、ＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２、ＲＡＭ４３、デ
ータ記憶部４４、通信インターフェース４５、入力装置４６、表示装置４７、及び処方通
信部４８などを備えている。なお、前記サーバー４に設けられた各構成要素はバス４９に
よって接続されている。前記ＣＰＵ４１は、各種の制御プログラムに従って処理を実行す
るプロセッサーである。前記ＲＯＭ４２は、前記ＣＰＵ４１により実行されるＢＩＯＳ等
のプログラムが予め記憶された不揮発性メモリである。前記ＲＡＭ４３は、前記ＣＰＵ４
１による各種の制御プログラムの展開及びデータの一時記憶に用いられる揮発性メモリ又
は不揮発性メモリである。
【００１９】
前記データ記憶部４４は、前記ＣＰＵ４１によって実行される各種のアプリケーションプ
ログラム及び各種のデータを記憶するハードディスク等の不揮発性の記憶手段である。具
体的に、前記データ記憶部４４には、前記ＣＰＵ４１に後述の調剤制御処理（図３左側参
照）などを実行させるための調剤管理プログラムが予め記憶されている。なお、前記調剤
管理プログラムは、前記サーバー４が備える不図示の読取装置（ＤＶＤドライブ又はＢＤ
ドライブなど）により、例えばＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ、フラッシュメモリなどの記録媒体か
ら読み取られて前記データ記憶部４４にインストールされる。本発明は、前記ＣＰＵ４１
に前記調剤制御処理を実行させるための前記調剤管理プログラム又は前記調剤管理プログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の発明として捉えてもよい。また、
本発明は、前記サーバー４において前記調剤制御処理の各処理手順を実行する調剤制御方
法の発明として捉えてもよい。また、前記データ記憶部４４には、医薬品マスター、患者
マスター、医師マスター、処方箋区分マスター、診療科マスター、及び病棟マスターなど
の各種データベースが記憶されている。例えば、前記医薬品マスターには、薬品コード、
薬品名、ＪＡＮコード（又はＲＳＳ）、薬瓶コード、区分（剤形：散薬、錠剤、水剤、外
用薬など）、比重、薬品種（普通薬、毒薬、麻薬、劇薬、抗精神薬、治療薬など）、配合
変化、賦形薬品、注意事項などの情報が含まれる。また、前記患者マスターには、患者各
々の患者ＩＤ、氏名、性別、年齢、既往歴、家族情報、診療科、病棟、及び病室などの情
報が含まれる。さらに、前記データ記憶部４４には、前記調剤機器１０Ａごとに対応する
調剤データが記憶される調剤データ格納部４４１が確保されている。そして、前記サーバ
ー４では、前記ＣＰＵ４１が処方データに基づいて前記調剤機器１０Ａ各々に対応する調
剤データを生成し、前記調剤データ各々を前記調剤機器１０Ａ各々に対応する前記調剤デ
ータ格納部４４１に記憶させる。これに対し、前記調剤機器１０Ａ各々は、自己に対応す
る前記調剤データが前記調剤データ格納部４４１に存在するか否かを監視している。そし
て、前記調剤機器１０Ａ各々は、自己に対応する前記調剤データが前記調剤データ格納部
４４１に記憶された場合に、前記調剤データを前記調剤データ記憶領域４４１から読み出
し、前記調剤データに基づく調剤動作を実行する。
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【００２０】
前記通信インターフェース４５は、前記通信網Ｎ１を介して前記クライアント端末５及び
前記調剤機器１０との間でデータ通信を実行する。また、前記処方通信部４８は、前記通
信網Ｎ１に接続された処方入力端末又は電子カルテシステム（不図示）などの上位システ
ム３００から前記通信インターフェース４５を介して処方データを取得する。前記処方デ
ータには、例えば処方箋交付年月日、患者ＩＤ、患者名、患者生年月日、薬品情報（薬品
コード、薬品名、用量など）、剤形情報（内服、外用など）、用法情報（１日３回毎食後
など）、診療種別（外来、入院など）、診療科、病棟、及び病室などの情報が含まれる。
【００２１】
前記入力装置４６は、前記サーバー４に各種の情報を入力するためにユーザーによって操
作される操作手段である。例えば、前記サーバー４では、前記ＣＰＵ４１が前記入力装置
４６のユーザー操作に応じて処方データを新規に登録することも可能である。前記表示装
置４７は、前記ＣＰＵ４１からの制御指示に従って各種の情報を表示する液晶ディスプレ
イ又は有機ＥＬディスプレイなどの表示手段である。具体的に、前記入力装置４６は、前
記表示装置４７の表示画面に従った各種の情報の入力を受け付けるキーボード及びマウス
（ポインティングデバイス）を有している。また、前記入力装置４６は、前記表示装置４
７の表示画面に対するタッチ操作を受け付けるタッチパネル、又は音声認識により各種情
報の入力を受け付ける音声入力装置を有するものであってもよい。以下、前記サーバー４
において、薬剤師又は医師などのユーザーによる「操作」、「選択」、「入力」などの作
業は前記入力装置４６を用いて行われるものとする。
【００２２】
［クライアント端末５］図２に示すように、前記クライアント端末５は、ＣＰＵ５１、Ｒ
ＯＭ５２、ＲＡＭ５３、データ記憶部５４、通信インターフェース５５、入力装置５６、
及び表示装置５７などを備えている。なお、前記クライアント端末５に設けられた各構成
要素はバス５８によって接続されている。前記通信インターフェース５５は、前記通信網
Ｎ１を介して前記サーバー４との間でデータ通信を実行する。前記ＣＰＵ５１は、各種の
制御プログラムに従って処理を実行するプロセッサーである。前記ＲＯＭ５２は、前記Ｃ
ＰＵ５１により実行されるＢＩＯＳ等のプログラムが予め記憶された不揮発性メモリであ
る。前記ＲＡＭ５３は、前記ＣＰＵ５１による各種の制御プログラムの展開及びデータの
一時記憶に用いられる揮発性メモリ又は不揮発性メモリである。前記データ記憶部５４は
、前記ＣＰＵ５１によって実行される各種のアプリケーションプログラム及び各種のデー
タを記憶するハードディスク等の不揮発性の記憶手段である。具体的に、前記データ記憶
部５４には、前記ＣＰＵ５１に後述の遠隔切替処理（図３右側参照）などを実行させるた
めのクライアントプログラムが予め記憶されている。なお、前記クライアントプログラム
は、前記クライアント端末５が備える不図示の読取装置（ＤＶＤドライブ又はＢＤドライ
ブなど）により、例えばＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ、フラッシュメモリなどの記録媒体から読み
取られて前記データ記憶部５４にインストールされる。本発明は、前記ＣＰＵ５１に前記
遠隔切替処理を実行させるための前記クライアントプログラム又は前記クライアントプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の発明として捉えてもよい。また
、本発明は、前記クライアント端末５において前記遠隔切替処理の各処理手順を実行する
遠隔切替方法の発明として捉えてもよい。
【００２３】
前記入力装置５６は、前記クライアント端末５に各種の情報を入力するためにユーザーに
よって操作される操作手段である。例えば、前記クライアント端末５では、前記ＣＰＵ５
１が前記入力装置５６のユーザー操作に応じて処方データを新規に登録し、前記サーバー
４に入力することも可能である。前記表示装置５７は、前記ＣＰＵ５１からの制御指示に
従って各種の情報を表示する液晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイなどの表示手段
である。具体的に、前記入力装置５６は、前記表示装置５７の表示画面に従った各種の情
報の入力を受け付けるキーボード及びマウス（ポインティングデバイス）を有している。
また、前記入力装置５６は、前記表示装置５７の表示画面に対するタッチ操作を受け付け
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るタッチパネル、又は音声認識により各種情報の入力を受け付ける音声入力装置を有する
ものであってもよい。以下、前記クライアント端末５において、薬剤師又は医師などのユ
ーザーによる「操作」、「選択」、「入力」などの作業は前記入力装置５６を用いて行わ
れるものとする。
【００２４】
[調剤制御処理]続いて、図３のフローチャートを参照しつつ、前記サーバー４で実行され
る調剤制御処理(図３左側参照)、及び前記クライアント端末５で実行される遠隔切替処理
(図３右側参照)の手順の一例について説明する。ここに、前記ＣＰＵ４１が実行する処理
手順(ステップ)番号をステップ８１、８２、・・・と称し、前記ＣＰＵ５１が実行する処
理手順(ステップ)番号をステップ８１１、８１２、・・・と称する。前記ＣＰＵ４１は、
ユーザー操作により前記調剤管理プログラムの実行開始要求が行われた場合又は前記サー
バー４の電源が投入された場合に前記調剤制御処理を開始する。同じく、前記ＣＰＵ５１
は、ユーザー操作により前記クライアントプログ
ラムの実行開始要求が行われた場合又は前記クライアント端末５の電源が投入された場合
に前記遠隔切替処理を開始する。
【００２５】
＜サーバー４側：ステップＳ１＞まず、前記サーバー４では、前記ＣＰＵ４１が、ステッ
プＳ１において、前記調剤システム１００の現在の運用モードに関する各種の情報（以下
「モード情報」という）を表示する運用切替画面Ｒ１（図４参照）を前記表示装置４７に
表示させる。ここに、前記ステップＳ１の表示処理を実行するときの前記ＣＰＵ４１がモ
ード表示手段に相当する。なお、前記運用切替画面Ｒ１を表示するための前記モード情報
は前記データ記憶部４４に記憶されており、前記ＣＰＵ４１により適宜更新される。また
、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１００の運用モードを切り替えた場合など、前記
モード情報に変更が生じた場合、前記運用切替画面Ｒ１を切り替え後の状態に随時更新す
る。前記運用モードは、前記調剤システム１００における前記調剤機器１０各々の使用有
無などの使用条件を定めたものであり、前記運用モード各々の具体的な内容は後述の運用
モード設定処理（図５参照）において設定される。
【００２６】
＜クライアント端末５側：ステップＳ１１＞一方、前記クライアント端末５でも同様に、
前記ＣＰＵ５１が、ステップＳ１１において、前記調剤システム１００の現在の運用モー
ドに関する前記モード情報を表示する前記運用切替画面Ｒ１（図４参照）を前記表示装置
５７に表示させる。具体的に、前記クライアント端末５の前記ＣＰＵ５１が前記サーバー
４に前記運用切替画面Ｒ１の表示要求信号を送信することにより、前記サーバー４の前記
ＣＰＵ４１が前記モード情報を前記クライアント端末５に送信する。そして、前記ＣＰＵ
５１は、前記サーバー４から受信した前記モード情報に基づいて前記運用切替画面Ｒ１を
前記表示装置５７に表示させる。このように、前記クライアント端末５に前記モード情報
を送信することにより前記クライアント端末５の前記表示装置５７に前記運用切替画面Ｒ
１を表示させるときの前記ＣＰＵ４１もモード表示手段に相当する。また、前記サーバー
４により前記調剤システム１００の運用モードが切り替えられた場合には、切り替え後の
前記モード情報が前記サーバー４から前記クライアント端末５に送信されることにより前
記運用切替画面Ｒ１が切り替え後の状態に更新される。なお、前記ＣＰＵ５１が、前記サ
ーバー４の前記データ記憶部４４から前記モード情報を読み出して前記運用切替画面Ｒ１
を前記表示装置５７に表示することも他の実施形態として考えられる。例えば、前記ＣＰ
Ｕ５１は、周知のブラウザソフトを用いて前記サーバー４にアクセスすることにより前記
運用切替画面Ｒ１を前記表示装置５７に表示させることが考えられる。
【００２７】
ここに、図４は、前記運用切替画面Ｒ１の一例を示す図であり、図４（Ａ）は初期表示状
態、図４（Ｂ）は拡張表示状態を示している。図４（Ａ）に示すように、前記運用切替画
面Ｒ１の初期表示状態では、モード切替部Ｐ１０、Ｐ１１、ロック操作部Ｐ１２、登録操
作部Ｐ１３、カレンダ操作部Ｐ１４、及び終了操作部Ｐ１５などが表示されている。また
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、前記ＣＰＵ４１又は前記ＣＰＵ５１は、例えば前記モード切替部Ｐ１０上に前記入力装
置４５又は前記入力装置５５のマウスのポインタが位置した場合に、前記運用切替画面Ｒ
１を左右に拡張し、図４（Ｂ）に示す前記機器運用切替画面Ｒ１１を表示させる。なお、
前記ＣＰＵ４１又は前記ＣＰＵ５１は、例えば前記マウスのポインタが前記運用切替画面
Ｒ１上から外れると、前記機器運用切替画面Ｒ１１を閉じて前記初期表示状態（図４（Ａ
）参照）に戻す。
【００２８】
前記モード切替部Ｐ１０は、前記調剤システム１００の現在の運用モードを示す文字Ｃ１
及びイラストＣ２が表示された前記運用モードの表示領域である。また、前記モード切替
部Ｐ１０は、前記調剤システム１００の運用モードを切り替えるために操作される操作キ
ーを兼ねている。さらに、前記モード切替部Ｐ１１も、前記調剤システム１００の運用モ
ードを切り替えるために操作される操作キーである。前記ロック操作部Ｐ１２は、前記調
剤システム１００の運用モードのロックの有無を切り替えるために操作される操作キーで
あり、前記登録操作部Ｐ１３は、前記運用モードの内容の設定登録を開始させるために操
作される操作キーである。また、前記カレンダ操作部Ｐ１４は、カレンダ設定を開始する
ために操作される操作キーであり、前記終了操作部Ｐ１５は、前記サーバー４及び前記ク
ライアント端末５において前記調剤制御処理及び前記遠隔切替処理をそれぞれ終了させる
ために操作される操作キーである。
【００２９】
一方、前記機器運用切替画面Ｒ１１には、前記調剤システム１００に設けられた前記調剤
機器１０の機種を表示する機種表示部Ｐ１６、前記調剤機器１０の機種ごとの現在の機器
運用モードを表示するモード切替部Ｐ１７、及び前記調剤機器１０各々の機器運用モード
を切り替えるために操作されるモード切替部Ｐ１８などが表示されている。また、前記モ
ード切替部Ｐ１７は、前記調剤機器１０各々の機器運用モードを切り替えるためにユーザ
ーによって操作される操作キーを兼ねている。ここに、前記機器運用モードは、前記調剤
機器１０の機種ごとに対応する現在の使用条件を示すものである。このように、前記サー
バー４及び前記クライアント端末５各々では、前記運用切替画面Ｒ１及び前記機器運用切
替画面Ｒ１１により、前記調剤システム１００の現在の運用モード及び前記調剤機器１０
各々の現在の機器運用モードを確認することが可能である。なお、図４（Ａ）、（Ｂ）は
、前記調剤システム１００の運用モード及び前記調剤機器１０各々の機器運用モードがロ
ックされている状態を示しており、前記モード切替部Ｐ１０、Ｐ１１、及び前記モード切
替部Ｐ１７、Ｐ１８の操作は無効である。
【００３０】
＜サーバー４側：ステップＳ２＞次に、ステップＳ２において、前記ＣＰＵ４１は、前記
調剤システム１００の運用モードの設定登録を開始するための設定開始操作が行われたか
否かを判断する。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記運用切替画面Ｒ１（図４参照）に表
示された前記登録操作部Ｐ１３が操作されたか否かを判断する。なお、前記登録操作部Ｐ
１３が操作された後、前記ＣＰＵ４１が、ユーザーＩＤ及びパスワードなどの認証情報を
ユーザーに入力させ、その認証情報の照合結果が前記運用モードの設定登録権限を有する
ユーザー情報と一致したことを条件に前記設定開始操作が行われたと判断することも考え
られる。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記設定開始操作が行われたと判断すると（Ｓ２の
Ｙｅｓ側）、処理をステップＳ３に移行させ、前記設定開始操作が行われていなければ（
Ｓ２のＮｏ側）、処理をステップＳ４に移行させる。
【００３１】
＜サーバー４側：ステップＳ３＞ステップＳ３において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤シ
ステム１００の運用モードを設定するための運用モード設定処理を実行することにより、
前記運用モード及び前記運用モードごとに対応する前記調剤機器１０各々の使用条件をユ
ーザー操作に応じて設定する。ここに、前記運用モード設定処理を実行するときの前記Ｃ
ＰＵ４１が使用条件設定手段に相当する。なお、前記運用モード設定処理において設定さ
れた各種の設定情報は前記データ記憶部４に記憶され、前記運用モード設定処理において
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更新される。なお、前記調剤制御処理は、前記運用モード設定処理が終了するまで待機状
態であってもよいが、前記調剤制御処理及び前記運用モード設定処理が並行して実行され
てもよい。ここで、図５を参照しつつ、前記運用モード設定処理の手順の一例について説
明する。なお、ここでは前記サーバー４においてユーザー操作が行われる場合を例に挙げ
て説明するが、同様のユーザー操作を前記クライアント端末５において行うことも可能で
ある。具体的には、前記運用モード設定処理における各種の表示画面が前記表示装置５７
に表示され、前記入力装置５６に対するユーザー操作に応じて前記ＣＰＵ５１から前記Ｃ
ＰＵ４１に操作信号が送信される。これにより、前記ＣＰＵ５１は前記操作信号に従って
前記運用モード設定処理の各処理を実行する。
【００３２】
［運用モード設定処理］＜ステップＳ３１＞まず、ステップＳ３１において、前記ＣＰＵ
４１は、前記調剤システム１００の運用モードを設定するための設定画面Ｒ２を前記表示
装置４７に表示させる。ここに、図６は、前記設定画面Ｒ２の一例を示している。図６に
示すように、前記設定画面Ｒ２には、接続機器設定部Ｐ２１、運用モード設定部Ｐ２２、
機器運用モード設定部Ｐ２３、内規設定部Ｐ２４、及び設定完了操作部Ｐ２５が表示され
ている。前記接続機器設定部Ｐ２１は、前記調剤機器１０の接続状況などの設定項目を表
示させるために操作される操作タブである。前記運用モード設定部Ｐ２２は、前記調剤シ
ステム１００の運用モード種別の設定項目を表示させるために操作される操作タブである
。前記機器運用モード設定部Ｐ２３は、前記調剤機器１０各々の機器運用モードの設定項
目を表示させるために操作される操作タブである。前記内規設定部Ｐ２４は、前記調剤シ
ステム１００における調剤に関する基本的な規定として適用する内規情報が対応付けられ
た運用モード種別の設定項目を表示させるために操作される操作タブである。また、前記
設定完了操作部Ｐ２５は、前記設定画面Ｒ２における設定処理を完了させるために操作さ
れる操作キーである。
【００３３】
＜ステップＳ３２＞次に、ステップＳ３２において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１
０の接続状況などの設定を開始するための操作が行われたか否かを判断する。具体的に、
前記ＣＰＵ４１は、前記設定画面Ｒ２（図６参照）に表示された前記接続機器設定部Ｐ２
１が操作されたか否かを判断する。なお、前記設定画面Ｒ２の初期表示状態では、前記接
続機器設定部Ｐ２１が選択されている。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記接続機器設定部
Ｐ２１が操作されたと判断すると（Ｓ３２のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３３に移行さ
せ、前記接続機器設定部Ｐ２１が操作されていなければ（Ｓ３２のＮｏ側）、処理をステ
ップＳ３４に移行させる。
【００３４】
＜ステップＳ３３＞ステップＳ３３において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０の接
続状況などを設定するための設定画面Ｒ３を前記表示装置４７に表示させ、前記設定画面
Ｒ３におけるユーザー操作に応じて前記調剤機器１０の接続状況などを設定する。ここに
、図７（Ａ）～（Ｅ）は、前記設定画面Ｒ３の一例を示している。図７（Ａ）～（Ｅ）に
示すように、前記設定画面Ｒ３には、前記調剤機器１０の機種を選択するために操作され
る選択部Ｐ３１～Ｐ３５、前記調剤機器１０の機種ごとの接続台数を入力するための台数
入力部Ｐ３６、及び前記調剤機器１０ごとの機器運用モードを登録するための項目設定部
Ｐ３７～Ｐ３９が表示されている。具体的に、前記選択部Ｐ３１は「錠剤分包機」、前記
選択部Ｐ３２は「散薬分包機」、前記選択部Ｐ３３は「水剤分注機」、前記選択部Ｐ３４
は「シート払出装置」、前記選択部Ｐ３５「薬袋プリンタ」にそれぞれ対応している。
【００３５】
そして、前記ＣＰＵ４１は、例えば前記選択部Ｐ３１が操作されると、前記調剤機器１０
のうち錠剤分包機に関する設定項目を前記設定画面Ｒ３に表示させる。ここに、図７（Ａ
）は、錠剤分包機の接続状況などを設定する際の前記設定画面Ｒ３の一例を示している。
前記設定画面Ｒ３において、ユーザーは、前記台数入力部Ｐ３６及び前記項目設定部Ｐ３
７～Ｐ３９に、前記サーバー４に接続された錠剤分包機の台数及び錠剤分包機の機器運用
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モードの情報を入力する。具体的に、図７（Ａ）に示す前記設定画面Ｒ３では、前記台数
入力部Ｐ３６に「３」が入力され、前記項目設定部Ｐ３７に識別コード「０」～「４」が
入力されている。また、前記項目設定部Ｐ３８には、前記識別コード「０」、「１」、「
２」、「３」、及び「４」に対応する機器運用モードの名称として、「通常運用」、「１
号機のみ運用」、「２号機のみ運用」、「３号機のみ運用」、及び「不使用」が入力され
ている。なお、前記サーバー４では、前記錠剤分包機１１、１２、２１の機種が
錠剤分包機であること、及び前記錠剤分包機１１、１２、２１が「１号機」、「２号機」
、「３号機」にそれぞれ対応することが初期設定により予め定められているものとする。
さらに、前記項目設定部Ｐ３９には、前記機器運用モードが前記運用切替画面Ｒ１の前記
機器運用切替画面Ｒ１１に表示されるときの表示色が入力される。例えば、前記ＣＰＵ４
１は、ユーザーにより前記項目設定部Ｐ３９が操作されると、前記項目設定部Ｐ３９に入
力する表示色の候補一覧を示すカラーパレットなどを表示させ、前記カラーパレットから
選択された表示色を前記項目設定部Ｐ３９に入力する。なお、図面上における前記項目設
定部Ｐ３９の模様又は濃淡の違いは表示色の違いを示すものであり、以下同様である。
【００３６】
同じく、図７（Ｂ）は散薬分包機、図７（Ｃ）は水剤分注機、図７（Ｄ）はシート払出装
置、図７（Ｅ）は薬袋プリンタの接続状況などが設定された前記設定画面Ｒ３の一例をそ
れぞれ示している。また、図７（Ｄ）に示すように、シート払出装置に対応する前記設定
画面Ｒ３では、前記ピッキング補助装置の使用有無を設定するための操作部Ｐ４０が表示
されている。なお、前記サーバー４では、前記散薬分包機１３、２２、２３の機種が散薬
分包機であること、及び前記散薬分包機１３、２２、２３が「１号機」、「２号機」、「
３号機」にそれぞれ対応することが初期設定により予め定められている。同じく、前記水
剤分注機１４、２４の機種が水剤分注機であること、及び前記水剤分注機１４、２４が「
１号機」、「２号機」にそれぞれ対応することが初期設定により予め定められている。ま
た、前記シート払出装置１５、２５の機種がシート払出装置であること、及び前記シート
払出装置１５、２５が「１号機」、「２号機」にそれぞれ対応することが初期設定により
定められている。さらに、前記薬袋プリンタ１６～１８、２６、２７の機種が薬袋プリン
タであること、及び前記薬袋プリンタ１６、１７、１８、２６、２７が「１号機」、「２
号機」、「３号機」、「４号機」、「５号機」にそれぞれ対応することが初期設定により
予め定められている。
【００３７】
＜ステップＳ３４＞続いて、ステップＳ３４において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤シス
テム１００の運用モード種別の設定を開始するための操作が行われたか否かを判断する。
具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記設定画面Ｒ２（図６参照）に表示された前記運用モー
ド設定部Ｐ２２が操作されたか否かを判断する。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記運用モ
ード設定部Ｐ２２が操作されたと判断すると（Ｓ３４のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３
５に移行させ、前記運用モード設定部Ｐ２２が操作されていなければ（Ｓ３４のＮｏ側）
、処理をステップＳ３６に移行させる。
【００３８】
＜ステップＳ３５＞ステップＳ３５において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１０
０の運用モード種別を設定するための設定画面Ｒ４を前記表示装置４７に表示させ、前記
設定画面Ｒ４におけるユーザー操作に応じて前記調剤システム１００の運用モード種別を
設定する。ここに、図８は、前記設定画面Ｒ４の一例を示している。図８（Ａ）に示すよ
うに、前記設定画面Ｒ４には、前記調剤システム１００の運用モードの識別コードを入力
するためのコード入力部Ｐ４１、前記運用モードの名称を入力するための名称入力部Ｐ４
２、前記運用切替画面Ｒ１における前記運用モードの表示色を入力するための色入力部Ｐ
４３が表示されている。また、前記設定画面Ｒ４には、前記運用モードに対応する前記調
剤機器１０各々の前記機器運用モードの識別コードを入力するためのコード入力部Ｐ４４
、前記コード入力部Ｐ４４に入力された識別コードに対応する前記機器運用モードの名称
が表示される名称表示部Ｐ４５が表示されている。さらに、前記設定画面Ｒ４には、前記
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運用モードに対応する内規運用モードの識別コードを入力するためのコード入力部Ｐ４６
、前記コード入力部Ｐ４６に入力された識別コードに対応する内規運用モードの名称が表
示される名称表示部Ｐ４７が表示されている。前記内規運用モードは、前記調剤システム
１００における調剤に関する基本的な規定である内規として予め設定された複数の内規情
報のいずれを適用するかを示す。具体的に、前記調剤システム１００では、説明の便宜上
、２種類の「モード１」及び「モード２」に対応する内規情報が予め設定されている場合
を例に挙げて説明する。そして、前記モード１に対応する前記内規情報には、錠剤を調剤
する際に錠剤分包機を使用する旨が規定された情報が含まれ、前記モード２に対応する前
記内規情報には、錠剤を調剤する際にヒート払出装置を使用する旨が規定された情報が含
まれているものとする。即ち、前記調剤システム１００では、前記運用モードを切り替え
て前記内規運用モードを切り替えることにより、錠剤の調剤に使用する調剤機器を前記錠
剤分包機及び前記シート払出装置のいずれかに切り替えることが可能である。
【００３９】
ここに、図８（Ａ）に示す前記設定画面Ｒ４では、前記コード入力部Ｐ４１に識別コード
「０」、前記名称入力部Ｐ４２に「通常モード」、前記コード入力部Ｐ４４及びＰ４６各
々に識別コード「０」が入力されている。また、前記ＣＰＵ４１は、ユーザーにより前記
色入力部Ｐ４３が操作されると、前記色入力部Ｐ４３に入力する表示色の候補一覧を示す
カラーパレットなどを表示させ、前記カラーパレットから選択された表示色を前記色入力
部Ｐ４３に入力する。さらに、前記ＣＰＵ４１は、前記コード入力部Ｐ４４各々に識別コ
ードが入力された場合に、前記識別コードに対応する前記機器運用モードの名称を前記設
定画面Ｒ３における設定情報（図７参照）から読み出して前記表示部Ｐ４５に表示させる
。同じく、前記ＣＰＵ４１は、前記コード入力部Ｐ４６各々に識別コードが入力された場
合に、前記識別コードに対応する前記内規運用モードの名称を後述の設定画面Ｒ７におけ
る設定情報（図１１参照）から読み出して前記表示部Ｐ４７に表示させる。具体的に、図
８（Ａ）に示す例では、前記コード入力部Ｐ４６に「０」が入力されており、前記内規運
用モードの名称として「通常運用」（図１１参照）が表示されている。
【００４０】
同様に、図８（Ｂ）は「夜間モード」、図８（Ｃ）は「休日モード」の内容がそれぞれ設
定された前記設定画面Ｒ４の一例を示している。具体的に、図８（Ｂ）に示す前記設定画
面Ｒ４では、前記コード入力部Ｐ４１に識別コード「１」、前記名称入力部Ｐ４２に「夜
間モード」が入力されている。また、前記コード入力部Ｐ４４各々により、複数の前記調
剤機器１０のうち前記入院調剤室１０２に配置された前記錠剤分包機２１（３号機）、前
記散薬分包機２３（３号機）、前記ヒート払出装置２５（２号機）、及び前記薬袋プリン
タ２６、２７（４、５号機）のみが使用されるように設定されている。即ち、前記夜間モ
ードでは、前記調剤機器１０のうち前記入院調剤室１０２に配置された前記調剤機器１０
のみが使用される旨が設定されている。一方、前記コード入力部Ｐ４６には「１」が入力
されており、前記コード入力部Ｐ４６により前記内規運用モードが「例外運用」（図１１
参照）である旨が設定されている。また、図８（Ｃ）に示す前記設定画面Ｒ４では、前記
コード入力部Ｐ４１に識別コード「２」、前記名称入力部Ｐ４２に「休日モード」が入力
されている。また、前記コード入力部Ｐ４４各々により、複数の前記調剤機器１０のうち
前記外来調剤室１０１に配置された前記錠剤分包機１１（１号機）、前記散薬分包機１３
（１号機）、前記ヒート払出装置１５（１号機）、及び前記薬袋プリンタ１６～１８（１
、２、３号機）のみが使用されるように設定されている。即ち、前記休日モードでは、前
記調剤機器１０のうち前記外来調剤室１０１に配置された前記調剤機器１０のみが使用さ
れる旨が設定されている。一方、前記コード入力部Ｐ４６には「１」が入力されており、
前記コード入力部Ｐ４６により前記内規運用モードが「例外運用」（図１１参照）である
旨が設定されている。なお、前記サーバー４では、前記設定画面Ｒ４の前記コード入力部
Ｐ４１に任意の数字を入力することで４つ以上の運用モードを登録することも可能である
。
【００４１】
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＜ステップＳ３６＞次に、ステップＳ３６において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１
０の機種ごとの前記機器運用モードの設定を開始するための操作が行われたか否かを判断
する。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記設定画面Ｒ２（図６参照）に表示された前記機
器運用モード設定部Ｐ２３が操作されたか否かを判断する。ここで、前記ＣＰＵ４１は、
前記機器運用モード設定部Ｐ２３が操作されたと判断すると（Ｓ３６のＹｅｓ側）、処理
をステップＳ３７に移行させ、前記機器運用モード設定部Ｐ２３が操作されていなければ
（Ｓ３６のＮｏ側）、処理をステップＳ３８に移行させる。
【００４２】
＜ステップＳ３７＞ステップＳ３７において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０の機
種ごとの前記機器運用モードの内容を設定するための設定画面Ｒ５を前記表示装置４７に
表示させ、前記設定画面Ｒ５におけるユーザー操作に応じて前記機器運用モード各々の内
容を設定する。ここに、図９及び図１０は、前記設定画面Ｒ５の一例を示している。なお
、ここでは、前記調剤機器１０のうち前記錠剤分包機及び前記シート払出装置の機種に対
応する機器運用モードを設定する場合を例に挙げて説明し、他の前記機器運用モードの内
容についての説明は省略する。
【００４３】
図９（Ａ）に示すように、前記設定画面Ｒ５には、前記調剤機器１０の機種を選択するた
めの選択部Ｐ５１～Ｐ５５、接続台数を表示する台数表示部Ｐ５６、前記機器運用モード
の識別コードを入力するためのコード入力部Ｐ５７、前記コード入力部Ｐ５７に入力され
た識別コードに対応する前記機器運用モードの名称が表示される名称表示部Ｐ５８、及び
前記機器運用モードに対応する表示色が表示される色表示部Ｐ５９が表示されている。ま
た、前記設定画面Ｒ５には、前記機器運用モードの内容を設定するための設定画面Ｒ６が
表示されている。前記設定画面Ｒ６には、条件選択部Ｐ６１～Ｐ６３、項目名入力部Ｐ６
４、使用条件入力部Ｐ６５などが表示されている。前記条件選択部Ｐ６１～Ｐ６３は、前
記処方データに含まれた情報のうち処方箋区分（定期、外来、臨時、入院、退院など）、
診療科（内科、外科、耳鼻科、皮膚科など）、及び病棟（Ａ病棟、Ｂ病棟、Ｃ病棟など）
のそれぞれの情報に応じて前記調剤機器１０を選択する際の使用条件を設定するための操
作タブである。前記項目名入力部Ｐ６４は、処方箋区分、診療科、及び病棟の各項目名を
入力するための入力欄であり、前記使用条件入力部Ｐ６５は、前記各項目に対応して使用
するべき前記調剤機器１０を入力するための入力欄である。なお、前記処方箋区分、前記
診療科、及び前記病棟のいずれに応じて前記調剤機器１０を選択するかについては、例え
ば前記内規情報で予め設定されており、前記内規運用モードに応じて変更される。本実施
形態では、前記モード１及び前記モード２の前記内規情報において、前記処方箋区分に応
じて前記調剤機器１０を選択する旨が設定されているものとする。また、前記項目名入力
部Ｐ６４における処方箋区分、診療科、病棟などの名称は、前記データ記憶部４４に記憶
された前記処方箋区分マスター、前記診療科マスター、前記病棟マスターから抽出した各
名称が自動的に表示される。なお、前記項目名入力部Ｐ６４に各名称を任意に入力するこ
とが可能な構成であってもよい。
【００４４】
ここに、図９（Ａ）は、前記錠剤分包機に対応する機器運用モードの内容が設定された前
記設定画面Ｒ６の一例を示している。図９（Ａ）に示すように、前記ＣＰＵ４１は、前記
台数表示部Ｐ５６に前記設定画面Ｒ３の設定情報から前記錠剤分包機の接続台数を読み出
して表示させる。また、ユーザーにより前記コード入力部５７に前記機器運用モードの識
別コードが入力されると、前記ＣＰＵ４１は、前記識別コードに対応する前記機器運用モ
ードの名称及び表示色を前記設定画面Ｒ３の設定情報から読み出して前記名称表示部Ｐ５
８及び前記色表示部Ｐ５９に表示させる。そして、前記ＣＰＵ４１は、ユーザー
による前記設定画面Ｒ６の前記項目名入力部Ｐ６４及び前記使用条件入力部Ｐ６５への情
報の入力に応じて、前記調剤機器１０の機種ごとに対応する前記機器運用モードの内容を
設定する。
【００４５】
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図９（Ａ）に示す例では、前記条件選択部Ｐ６１が選択され、前記処方データに含まれた
処方箋区分の情報に応じて前記調剤機器１０を選択する際の使用条件が設定されている。
具体的に、前記処方箋区分が「外来」である場合は前記錠剤分包機１１（１号機）及び前
記錠剤分包機１２（２号機）、「定期」、「臨時」、又は「入院」である場合は前記錠剤
分包機２１（３号機）を使用する旨が設定されている。一方、図９（Ｂ）は、前記錠剤分
包機の前記機器運用モードの識別コード「３」に対応する「３号機のみ運用」の内容が設
定された前記設定画面Ｒ６を示しており、全ての項目名に対応して前記錠剤分包機２１（
３号機）を使用する旨が設定されている。また、図９（Ｃ）は、前記条件選択部Ｐ６２が
選択され、前記処方データに含まれた診療科の情報に応じて前記調剤機器１０を選択する
際の使用条件が設定された場合の前記設定画面Ｒ６を示している。同様に、図９（Ｄ）は
、前記条件選択部Ｐ６３が選択され、前記処方データに含まれた病棟の情報に応じて前記
調剤機器１０を選択する際の使用条件が設定された場合の前記設定画面Ｒ６を示している
。さらに、図１０は、前記シート払出装置に対応する機器運用モードの内容が設定された
前記設定画面Ｒ６の一例を示している。図１０（Ａ）は、前記シート払出装置の前記機器
運用モードの識別コード「０」に対応する「通常運用」の内容が設定された前記設定画面
Ｒ６を示しており、図１０（Ｂ）は、前記シート払出装置の前記機器運用モードの識別コ
ード「３」に対応する「ピッキングのみ」の内容が設定された前記設定画面Ｒ６を示して
いる。なお、前記シート払出装置の前記機器運用モードの内容が「ピッキングのみ」であ
る場合には、前記処方データに基づく調剤データが前記サーバー４から前記ピッキング補
助装置に送信されることになる。即ち、前記調剤システム１００では、前記運用モードを
切り替えて前記シート払出装置の前記機器運用モードを切り替えることにより、錠剤の調
剤に使用する調剤機器を前記シート払出装置及び前記ピッキング補助装置のいずれかに切
り替えることが可能である。
【００４６】
＜ステップＳ３８＞次に、ステップＳ３８において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システ
ム１００における前記内規運用モードの設定を開始するための操作が行われたか否かを判
断する。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記設定画面Ｒ２（図６参照）に表示された前記
内規設定部Ｐ２４が操作されたか否かを判断する。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記内規
設定部Ｐ２４が操作されたと判断すると（Ｓ３８のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３９に
移行させ、前記内規設定部Ｐ２４が操作されていなければ（Ｓ３８のＮｏ側）、処理をス
テップＳ４０に移行させる。
【００４７】
＜ステップＳ３９＞ステップＳ３９において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１０
０における前記内規運用モードを設定するための設定画面Ｒ７を前記表示装置４７に表示
させ、前記設定画面Ｒ７におけるユーザー操作に応じて前記内規運用モードを設定する。
ここに、図１１は、前記設定画面Ｒ７の一例を示している。図１１に示すように、前記設
定画面Ｒ７には、前記内規運用モードの設定項目を選択するための選択部Ｐ７１及び選択
部Ｐ７２が表示されている。そして、前記ＣＰＵ４１は、前記選択部Ｐ７１が操作される
と、前記内規運用モードの登録に関する設定項目を前記設定画面Ｒ７に表示させ、前記選
択部Ｐ７２が操作されると、前記内規運用モード各々の内容に関する設定項目を前記設定
画面Ｒ７に表示させる。ここで、図１１には、前記設定画面７において前記選択部Ｐ７１
が選択された状態を示している。図１１に示す前記設定画面Ｒ７には、前記調剤システム
１００における前記内規運用モードを登録するための項目入力Ｐ７３、Ｐ７４が表示され
ている。そして、ユーザーは、前記項目入力Ｐ７３、Ｐ７４に、前記内規運用モードの識
別コード及び名称を入力する。具体的に、図１１に示す前記設定画面Ｒ７では、前記項目
入力Ｐ７３に「０」、「１」の識別コードが入力され、前記項目入力Ｐ７４には、コード
「０」、「１」に対応する「通常運用」、「例外運用」の名称が入力されている。
【００４８】
一方、図１２は、前記設定画面７において前記選択部Ｐ７２が選択された状態を示してい
る。図１２に示す前記設定画面Ｒ７には、前記内規運用モードの識別コードを入力するコ
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ード入力部Ｐ７５、及び前記内規運用モードの名称が表示される名称表示部Ｐ７６が表示
されている。また、前記設定画面Ｒ７には、前記処方データに含まれる処方箋区分の名称
が入力される区分入力部Ｒ７７、及び前記処方箋区分ごとに対応する前記内規運用モード
の内容が入力されるモード入力部Ｒ７８も表示されている。なお、前記項目名入力部Ｐ７
７における処方箋区分の名称は、前記データ記憶部４４に記憶された前記処方箋区分マス
ターから抽出した名称が自動的に表示される。なお、前記項目名入力部Ｐ７７に名称を任
意に入力することが可能な構成であってもよい。ここで、ユーザーにより前記コード入力
部Ｐ７５に前記内規運用モードの識別コードが入力されると、前記ＣＰＵ４１は、前記識
別コードに対応する前記内規運用モードの名称を前記設定画面Ｒ７（図１１参照）の設定
情報から読み出して前記名称表示部Ｐ７６に表示させる。そして、前記ＣＰＵ４１は、ユ
ーザーによる前記設定画面Ｒ７の前記区分入力部Ｒ７７及び前記モード入力部Ｒ７８への
情報の入力に応じて前記内規運用モードごとに対応する前記内規情報のモードを設定する
。具体的に、図１２（Ａ）に示す前記設定画面Ｒ７では、前記コード入力部Ｐ７５に識別
コード「０」が入力され、前記名称入力部Ｐ７６に「通常運用」が表示されている。そし
て、図１２（Ａ）では、「通常運用」について、前記処方箋区分が「外来」である場合は
「モード１」の前記内規情報を適用し、前記処方箋区分が「定期」、「臨時」、又は「入
院」である場合は「モード２」の前記内規情報を適用する旨が設定されている。なお、こ
こでは前記処方箋区分に応じて前記内規情報の種別が定められている場合を例に挙げて説
明するが、前記機器運用モードと同様に診療科及び病棟などに応じて前記内規情報の種別
が定められていてもよい。また、図１２（Ｂ）に示す前記設定画面Ｒ７では、前記コード
入力部Ｐ７５に識別コード「１」が入力され、前記名称入力部Ｐ７６に「例外運用」が表
示されている。そして、図１２（Ｂ）では、「例外運用」について、全ての前記処方箋区
分について「モード２」を適用する旨が設定されている。ここで、前述したように前記モ
ード１に対応する前記内規情報では、錠剤を調剤する際に錠剤分包機を使用することが規
定され、前記モード２に対応する前記内規情報では、錠剤を調剤する際にヒート払出装置
を使用することが規定されている。従って、図１２（Ａ）及び図１２（Ｂ）の設定内容が
有効であり、前記内規運用モードが「通常運用」、処方箋区分が「外来」である場合には
、錠剤が調剤される際に錠剤分包機が用いられる。一方、前記内規運用モードが「通常運
用」、処方箋区分が「定期」、「臨時」、「入院」である場合には、錠剤が調剤される際
にヒート払出装置が用いられる。また、前記内規運用モードが「例外運用」である場合に
は、処方箋区分にかかわらず、錠剤が調剤される際にヒート払出装置が用いられる。
【００４９】
＜ステップＳ４０＞その後、ステップＳ４０において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤シス
テム１００の運用モードの設定完了操作が行われたか否かを判断する。具体的に、前記Ｃ
ＰＵ４１は、前記設定画面Ｒ２（図７～１１参照）に表示された前記設定完了操作部Ｐ２
５が操作されたか否かを判断する。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記設定完了操作が行わ
れたと判断すると（Ｓ４０のＹｅｓ側）、処理をステップＳ４１に移行させ、前記設定完
了操作が行われていなければ（Ｓ４０のＮｏ側）、処理を前記ステップＳ３２に移行させ
る。
【００５０】
＜ステップＳ４１＞ステップＳ４１において、前記ＣＰＵ４１は、前記設定画面Ｒ３～Ｒ
７で入力された前記調剤システム１００の運用モード及び前記調剤機器１０各々の前記機
器運用モードに関する情報を使用条件情報として前記データ記憶部４４に記憶させる。本
実施の形態では、前記運用モード設定処理において前記調剤システム１００の運用モード
ごとに対応して設定された前記調剤機器１０各々の機器運用モードが前記調剤機器１０各
々の使用条件に相当する。また、前記データ記憶部４４が使用条件記憶手段の一例である
。なお、前記使用条件情報は、前記サーバー４からアクセス可能であれば前記サーバー４
の外部に設けられた記憶手段に記憶されてもよい。ここに、図１３は、前記使用条件情報
の一例を示す図である。図１３に示すように、前記使用条件情報では、前記通常モード、
前記夜間モード、及び前記休日モードの運用モードごとに対応する前記調剤機器１０各々
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の使用条件が定められている。もちろん、前記使用条件情報は、前記運用モード各々に対
応する前記調剤機器１０の使用有無などを判断するための指標となる情報であれば図１３
に示すデータ構造に限らない。
【００５１】
＜サーバー４側：ステップＳ４＞次に、図３に戻り、ステップＳ４において、前記ＣＰＵ
４１は、前記運用モードのロック解除操作が行われたか否かを判断する。具体的に、前記
ＣＰＵ４１は、前記運用切替画面Ｒ１（図４参照）に表示された前記ロック操作部Ｐ１２
が操作されたか否かを判断する。また、前記ＣＰＵ４１は、前記クライアント端末５から
ロック解除信号を受信した場合にも前記ロック解除操作が行われたと判断する。なお、前
記ロック操作部Ｐ１２が操作された後、前記ＣＰＵ４１が、前記入力装置４６により入力
されるユーザーＩＤ及びパスワードなどの認証情報の照合結果が一致したことを条件に前
記運用モードのロック解除操作が行われたと判断することも考えられる。ここで、前記Ｃ
ＰＵ４１は、前記運用モードのロック解除操作が行われたと判断すると（Ｓ４のＹｅｓ側
）、処理をステップＳ５に移行させ、前記運用モードのロック解除操作が行われていなけ
れば（Ｓ４のＮｏ側）、処理をステップＳ６に移行させる。
【００５２】
＜クライアント端末５側：ステップＳ１２～Ｓ１７＞一方、前記クライアント端末５にお
いて、前記ＣＰＵ５１は、前記運用モードのロック解除操作を待ち受けている（Ｓ１２の
Ｎｏ側）。そして、前記ロック操作部Ｐ１２が操作されると（Ｓ１２のＹｅｓ側）、前記
ＣＰＵ５１は、前記サーバー４に前記ロック解除信号を送信する（Ｓ１３）。そして、前
記クライアント端末５では、前記ＣＰＵ５１が、前記運用モードの切替操作を待ち受けて
おり（Ｓ１４のＮｏ側）、前記切替操作が行われたと判断すると（Ｓ１４のＹｅｓ側）、
切替信号を前記サーバー４に送信する（Ｓ１５）。具体的に、前記ＣＰＵ５１は、前記モ
ード切替部Ｐ１０又は前記モード切替部Ｐ１１の操作に応じて前記切替信号を前記サーバ
ー４に送信する。ここに、前記送信処理を実行するときの前記ＣＰＵ５１が送信手段に相
当する。また、前記ＣＰＵ５１は、前記運用モードのロック操作を待ち受けており（Ｓ１
６のＮｏ側）、前記ロック操作が行われたと判断すると（Ｓ１６のＹｅｓ側）、ロック信
号を前記サーバー４に送信する（Ｓ１７）。具体的に、前記ＣＰＵ５１は、前記ロック操
作部Ｐ１２の操作に応じて前記ロック信号を前記サーバー４に送信する。
【００５３】
＜サーバー４側：ステップＳ５＞そして、前記サーバー４では、ステップＳ５において、
前記ＣＰＵ４１が、前記調剤システム１００の運用モードを切り替えるための運用モード
切替処理を実行する。ここで、図１４を参照しつつ、前記運用モード切替処理の手順の一
例について説明する。なお、前記調剤制御処理は、前記運用モード切替処理が終了するま
で待機状態であってもよいが、前記調剤制御処理及び前記運用モード切替処理が並行して
実行されてもよい。ここでは前記サーバー４においてユーザー操作が行われる場合を例に
挙げて説明するが、同様のユーザー操作を前記クライアント端末５において行うことも可
能である。具体的には、前記入力装置５６に対するユーザー操作に応じて前記ＣＰＵ５１
から前記ＣＰＵ４１に操作信号が送信される。これにより、前記ＣＰＵ５１は前記操作信
号に従って前記モード切替処理の各処理を実行する。
【００５４】
［運用モード切替処理］＜ステップＳ５１＞まず、ステップＳ５１において、前記ＣＰＵ
４１は、前記調剤システム１００の運用モードのロックを解除して前記運用モードを切替
可能な状態にする。また、このとき前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０各々の機器運用
モードのロックも同時に解除する。即ち、前記モード切替部Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１７及び
Ｐ１８の操作が有効な状態になる。ここに、図１５（Ａ）～図１５（Ｃ）は、前記運用モ
ードのロックが解除された状態の前記運用切替画面Ｒ１の一例を示しており、図１５（Ａ
）は前記通常モード、図１５（Ｂ）は前記夜間モード、図１５（Ｃ）は前記休日モードの
状態を示している。図１５（Ａ）～図１５（Ｃ）に示すように、前記運用切替画面Ｒ１で
は、前記ロック操作部Ｐ１２にロック解除中である旨を示す×印が表示されている。なお
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、図１５（Ａ）～図１５（Ｃ）に示すように、前記モード切替部Ｐ１０は前記運用モード
に対応する前記表示色（図８参照）で表示され、前記モード切替部Ｐ１７は前記機器運用
モードごとに対応する前記表示色（図７参照）で表示されている。また、図１５（Ａ）に
示す前記通常モードでは、前記モード１に対応する前記内規情報が適用され、錠剤を分包
する際に前記錠剤分包機を使用するため、前記錠剤分包機が「通常使用」、前記シート払
出装置が「不使用」となっている。一方、図１５（Ｂ）、（Ｃ）に示す前記夜間モード及
び前記休日モードでは、前記モード２に対応する前記内規情報が適用され、錠剤を分包す
る際に前記シート払出装置を使用するため、前記シート払出装置が「２号機のみ運用」又
は「１号機のみ運用」、前記錠剤分包機が「不使用」となっている。
【００５５】
＜ステップＳ５２＞ステップＳ５２において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１０
０の運用モードを切り替えるための切替操作を受け付けたか否かを判断する。具体的に、
前記ＣＰＵ４１は、前記入力装置４６に対する前記モード切替部Ｐ１０又は前記モード切
替部Ｐ１１の表示領域のユーザー操作を前記運用モード切替操作として受け付ける。また
、前記ＣＰＵ４１は、前記クライアント端末５の前記入力装置５６に対する前記モード切
替部Ｐ１１又は前記モード切替部Ｐ１０の表示領域のユーザー操作により前記クライアン
ト端末５から送信される前記切替信号の受信も前記切替操作として受け付ける。ここに、
前記切替操作を受け付けるときの前記ＣＰＵ４１が切替操作手段に相当する。ここで、前
記ＣＰＵ４１は、前記切替操作を受け付けたと判断すると（Ｓ５２のＹｅｓ側）、処理を
ステップＳ５３に移行させる。一方、前記切替操作を受け付けていなければ（Ｓ５２のＮ
ｏ側）、前記ＣＰＵ４１は処理をステップＳ５４に移行させる。
【００５６】
＜ステップＳ５３＞ステップＳ５３において、前記ＣＰＵ４１は、前記ステップＳ５２で
受け付けた前記切替操作に応じて前記調剤システム１００の運用モードを切り替え、処理
を前記ステップＳ５４に移行させる。ここに、前記運用モードの切替処理を実行するとき
の前記ＣＰＵ４１がモード切替手段に相当する。このとき、前記ＣＰＵ４１は、前記運用
モードの切り替えにより、前記調剤機器１０各々の前記機器運用モードを切り替え後の前
記運用モードに応じて一挙に切り替える。従って、ユーザーは、前記モード切替部Ｐ１０
又は前記モード切替部Ｐ１１を操作することにより、任意のタイミングで前記調剤機器１
０各々の使用の有無などの使用条件を簡単に切り替えることができる。具体的に、前記モ
ード切替部Ｐ１０が操作された場合、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１００の運用
モードを予め設定された順序に従って切り替える。例えば、前記ＣＰＵ４１は、前記モー
ド切替部Ｐ１０が操作される度に、前記運用モードを前記識別コードの数値が小さい方か
ら大きい方に順次切り替える。ここで、図８に示したように、前記調剤システム１００の
運用モードとして、前記識別コード「０」の通常モード、前記識別コード「１」の夜間モ
ード、前記識別コード「２」の休日モードが設定されている場合を考える。この場合、前
記ＣＰＵ４１は、前記モード切替部Ｐ１０が操作される度に、前記調剤システム１００の
運用モードを前記通常モード、前記夜間モード、前記休日モード、前記通常モード、・・
・の順に切り替える。また、前記モード切替部Ｐ１１が操作された場合、前記ＣＰＵ４１
は、前記調剤システム１００の運用モードの一覧をプルダウンメニュー等で表示させる。
そして、ユーザー操作により前記プルダウンメニュー等から前記運用モードが選択される
と、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１００の運用モードを前記プルダウンメニュー
等から選択された前記運用モードに切り替える。
【００５７】
ところで、前記運用切替画面Ｒ１では、前記調剤機器１０各々の機器運用モードを前記運
用モードに応じて切り替えるだけでなく、前記調剤機器１０ごとに切り替えることも可能
である。具体的に、前記機器運用切替画面Ｒ１１の前記モード切替部Ｐ１７が操作された
場合、前記ＣＰＵ４１は、操作された前記モード切替部Ｐ１７に対応する前記調剤機器１
０の機器運用モードを予め設定された順序に従って切り替える。例えば、前記ＣＰＵ４１
は、前記モード切替部Ｐ１７が操作される度に、前記機器運用モードを前記識別コードの
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数値が小さい方から大きい方に順次切り替える。ここで、図７に示したように、前記錠剤
分包機の機器運用モードとして、前記識別コード「０」の「通常運用」、前記識別コード
「１」の「１号機のみ運用」、前記識別コード「２」の「２号機のみ運用」、前記識別コ
ード「３」の「３号機のみ運用」、前記識別コード「４」の「不使用」が設定されている
場合を考える。このとき、前記ＣＰＵ４１は、前記錠剤分包機に対応する前記モード切替
部Ｐ１７が操作される度に、前記錠剤分包機の機器運用モードを「通常運用」、「１号機
のみ運用」、「２号機のみ運用」、「３号機のみ運用」、「不使用」、「通常運用」、・
・・の順に切り替える。また、前記モード切替部Ｐ１８が操作された場合、前記ＣＰＵ４
１は、操作された前記モード切替部Ｐ１８に対応する前記調剤機器１０の機器運用モード
の一覧をプルダウンメニュー等で表示させる。そして、ユーザー操作により前記プルダウ
ンメニュー等から前記機器運用モードが選択されると、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器
１０の機器運用モードを前記プルダウンメニュー等から選択された機器運用モードに切り
替える。なお、前記ＣＰＵ４１は、前記モード切替部Ｐ１７による前記機器運用モードの
切替状態を、例えば前記ステップＳ５３における前記運用モードの切り替え時にリセット
し、切り替え後の前記運用モードの内容を優先して前記調剤機器１０各々の機器運用モー
ドを切り替える。
【００５８】
＜ステップＳ５４＞次に、ステップＳ５４において、前記ＣＰＵ４１は、前記運用モード
のロック操作が行われたか否かを判断する。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記運用切替
画面Ｒ１（図４参照）に表示された前記ロック操作部Ｐ１２が操作された場合に前記ロッ
ク操作が行われたと判断する。なお、前記ロック操作部Ｐ１２が操作された後、前記ＣＰ
Ｕ４１が、前記入力装置４６により入力されるユーザーＩＤ及びパスワードなどの認証情
報の照合結果が一致したことを条件に前記運用モードのロック操作が行われたと判断する
ことも考えられる。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記運用モードのロック操作が行われた
と判断すると（Ｓ５４のＹｅｓ側）、処理をステップＳ５５に移行させ、前記運用モード
のロック操作が行われていなければ（Ｓ５４のＮｏ側）、処理を前記ステップＳ５２に移
行させる。
【００５９】
＜ステップＳ５５＞ステップＳ５５において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１０
０の運用モードをロックして前記運用モードを切替不能な状態にする。また、このとき前
記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０各々の機器運用モードも同時にロックする。即ち、前
記モード切替部Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１７及びＰ１８の操作が無効な状態になる。例えば、
前記ＣＰＵ４１は、前記モード切替部Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１７又はＰ１８が操作された場
合、前記運用モードを切り替えることなく、前記運用切替画面Ｒ１に「ロック中です」を
ポップアップ表示することが考えられる。なお、前記ステップＳ５４において前記ロック
操作が行われたと判断されない場合でも、前記運用モードのロック解除後、前記運用モー
ドのロック操作が予め設定された所定時間行われない場合は、前記ＣＰＵ４１により自動
的に前記運用モードがロックされる。
【００６０】
＜ステップＳ６＞続いて、図３に戻り、ステップＳ６において、前記ＣＰＵ４１は、前記
サーバー４に前記処方データが入力されたか否かを判断する。前述したように、前記処方
データは、前記サーバー４に接続された電子カルテシステム等の前記上位システム３００
から入力され、或いは前記サーバー４又は前記クライアント端末５におけるユーザー操作
によって直接入力される。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記処方データが入力されたと判
断すると（Ｓ６のＹｅｓ側）、処理をステップＳ７に移行させ、前記処方データが入力さ
れていないと判断すると（Ｓ６のＮｏ側）、処理を前記ステップＳ２に移行させる。
【００６１】
＜ステップＳ７＞ステップＳ７において、前記ＣＰＵ４１は、前記処方データと前記運用
モードごとに対応して予め設定された前記調剤機器１０各々の使用条件とに基づいて、複
数の前記調剤機器１０から一又は複数の前記調剤機器１０を制御対象として選択する。こ
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こに、係る選択処理を実行するときの前記ＣＰＵ４１が調剤制御手段に相当する。具体的
に、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤システム１００の現在の運用モードに対応する前記調剤
機器１０各々の使用条件が設定された前記使用条件情報（図１３参照）を前記データ記憶
部４４から読み出す。そして、前記ＣＰＵ４１は、前記処方データに含まれる医薬品ごと
に、前記医薬品の種類及び剤形のいずれか一方又は両方に応じて前記錠剤分包機、前記散
薬分包機、前記水剤分注機、前記シート払出装置のうち使用する前記調剤機器１０の機種
の候補を選択する。その後、前記ＣＰＵ４１は、前記使用条件情報を参照し、現在の前記
運用モードにおいて使用するべき前記調剤機器１０Ａを、前記候補として選択された機種
の前記調剤機器１０Ａに対応する前記機器運用モードに従って選択する。また、前記ＣＰ
Ｕ４１は、前記使用条件情報を参照し、前記調剤機器１０Ｂに含まれた前記薬袋プリンタ
１６～１８、２６、２７のうち現在の前記運用モードにおいて使用するべき薬袋プリンタ
を前記機器運用モードに従って選択する。また、前記調剤機器１０Ａが、同じ医薬品を調
剤する際に使用することが可能であって前記医薬品の調剤方法が異なる複数の調剤機器を
含む場合、前記ＣＰＵ４１は、現在の前記運用モードに対応する前記使用条件に従って、
調剤方法が異なる複数の前記調剤機器から制御対象となる調剤機器を選択することが可能
である。具体的に、前記調剤機器１０Ａには、錠剤を調剤する際に使用することが可能で
あって調剤方法が異なる前記錠剤分包機及び前記シート払出装置が含まれている。そして
、前記ＣＰＵ４１は、前記処方データに含まれた医薬品が錠剤である場合に、現在の前記
運用モードに対応する前記使用条件に従って、制御対象として選択する前記調剤機器１０
Ａを前記錠剤分包機及び前記シート払出装置のいずれかに切り替える。また、前記調剤機
器１０Ａに、前記錠剤分包機及び前記シート払出装置などのように前記処方データに従っ
て錠剤を自動的に払い出す自動払出装置と前記ピッキング補助装置とが含まれる場合、前
記ＣＰＵ４１は、前記処方データに含まれた医薬品が錠剤である場合に、現在の前記運用
モードに対応する前記使用条件に従って、制御対象として選択する前記調剤機器１０Ａを
前記自動払出装置及び前記ピッキング補助装置のいずれかに切り替えることが可能である
。なお、前記ピッキング補助装置が制御対象として選択された場合、前記ＣＰＵ４１は、
前記ピッキング補助装置に対して前記ピッキング補助装置を用いて調剤する医薬品の調剤
データを送信することにより前記ピッキング補助装置における照合内容を制御する。
【００６２】
ここで、前記ステップＳ７における前記調剤機器１０の選択処理の具体例について説明す
る。ここでは、図１３に示した前記使用条件情報が予め設定されており、処方対象の医薬
品の剤形が「錠剤」であり、前記処方箋区分が「外来」である処方データが入力された場
合を例に挙げて説明する。まず、前記通常モードである場合、前記ＣＰＵ４１は、前記通
常モード及び前記処方箋区分の「外来」に対応する前記調剤機器１０各々の機器運用モー
ド及び内規運用モードを使用条件として参照する。そして、前記ＣＰＵ４１は、前記内規
運用モードの「通常運用」に対応する前記モード１の内規情報に従って錠剤を調剤する調
剤機器１０の機種として錠剤分包機を選択する。その後、前記ＣＰＵ４１は、前記錠剤分
包機の機器運用モードに従って前記錠剤分包機１１、１２（１、２号機）のいずれかを選
択し、前記薬袋プリンタの前記機器運用モードに従って前記薬袋プリンタ１６～１８（１
～３号機）のいずれかを選択する。このとき、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０の候
補が複数存在するため、予め設定された使用順序又は優先順序に基づいて選択し、或いは
前記調剤機器１０の使用頻度が均等になるように前記調剤機器１０のいずれかを選択する
。例えば、前記錠剤分包機１１、１２は交互に選択され、前記薬袋プリンタ１６～１８は
順次選択される。この点は、前記夜間モード及び前記休日モードについても同様である。
また、前記夜間モードである場合、前記ＣＰＵ４１は、前記夜間モード及び前記処方箋区
分の「外来」に対応する前記調剤機器１０各々の機器運用モード及び内規運用モードを使
用条件として参照する。そして、前記ＣＰＵ４１は、前記内規運用モードの「例外運用」
に対応する前記モード２の内規情報に従って錠剤を調剤する調剤機器１０の機種としてシ
ート払出装置を選択する。その後、前記ＣＰＵ４１は、前記シート払出装置の機器運用モ
ードに従って前記シート払出装置２５（２号機）を選択し、前記薬袋プリンタの前記機器
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運用モードに従って前記薬袋プリンタ２６、２７（４、５号機）のいずれかを選択する。
また、前記休日モードである場合、前記ＣＰＵ４１は、前記休日モード及び前記処方箋区
分の「外来」に対応する前記調剤機器１０各々の機器運用モード及び内規運用モードを使
用条件として参照する。そして、前記ＣＰＵ４１は、前記内規運用モードの「例外運用」
に対応する前記モード２の内規情報に従って錠剤を調剤する調剤機器１０の機種としてシ
ート払出装置を選択する。その後、前記ＣＰＵ４１は、前記シート払出装置の機器運用モ
ードに従って前記シート払出装置１５（１号機）を選択し、前記薬袋プリンタの前記機器
運用モードに従って前記薬袋プリンタ１６～１８（１～３号機）のいずれかを選択する。
【００６３】
＜ステップＳ８＞その後、ステップＳ８において、前記ＣＰＵ４１は、前記ステップＳ７
で選択された前記調剤機器１０各々を制御するための制御データを前記処方データに基づ
いて生成する。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０Ａ各々に調剤動作を実行
させるための前記調剤データを前記処方データに基づいて生成する。また、前記ＣＰＵ４
１は、前記調剤機器１０Ｂ各々に前記処方データに関する情報を印刷させるための前記印
刷データを前記処方データに基づいて生成する。
【００６４】
＜ステップＳ９＞そして、ステップＳ９において、前記ＣＰＵ４１は、前記ステップＳ８
で生成された前記制御データに基づいて前記調剤機器１０を制御するための処理を実行す
る。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記印刷データを前記ステップＳ７で選択された前記
調剤機器１０Ｂに送信して前記印刷データを薬袋に印刷させる。また、前記ＣＰＵ４１は
、前記調剤データを前記ステップＳ７で選択された前記調剤機器１０Ａに対応する前記調
剤データ記憶領域４４１に記憶させる。一方、前述したように前記調剤機器１０Ａ各々は
、自己に対応する前記調剤データ記憶領域４４１に前記調剤データが記憶された場合に前
記調剤データを順に読み出す。そして、前記調剤機器１０Ａ各々は、自己に対応する前記
調剤データに基づいて調剤動作を実行する。また、前記ＣＰＵ４１が、前記調剤データを
前記調剤機器１０Ａ各々に送信することにより、前記調剤機器１０Ａ各々に調剤動作を実
行させることも他の実施形態として考えられる。
【００６５】
ここで、前記サーバー４に図１６（Ａ）に示す処方レシピＤ１１及びＤ１２を含む処方デ
ータＤ１が入力された場合を例に挙げて前記サーバー４による前記ステップＳ８～Ｓ９の
処理結果について説明する。ここに、前記処方レシピＤ１１及びＤ１２各々には処方薬品
として錠剤が含まれている。なお、ここでは図１３に示した前記使用条件情報が設定され
ており、前記処方データＤ１の処方箋区分が「外来」であるとする。そして、図１６（Ｂ
）は、前記運用モードが前記通常モードである場合に前記処方データＤ１に基づいて生成
される調剤データＤ２を示している。また、図１６（Ｃ）は、前記運用モードが前記夜間
モードである場合に前記処方データＤ１に基づいて生成される調剤データＤ３を示してい
る。前記運用モードが前記通常モードである場合、前記処方データＤ１が前記サーバー４
に入力されると、前記ＣＰＵ４１は、前記処方レシピＤ１１及びＤ１２に基づいて図１６
（Ｂ）に示す前記調剤データＤ２を生成する。なお、前記調剤データＤ２は、前記処方デ
ータを服用時期ごとに分割した３つの調剤レシピＤ２１～Ｄ２３を含む。そして、前記Ｃ
ＰＵ４１は、前記調剤データＤ２を前記錠剤分包機１１、１２のいずれかに対応する前記
調剤データ格納領域４４１に記憶させることにより、前記錠剤分包機１１、１２のいずれ
かに前記調剤データＤ２に基づく調剤動作を実行させる。このとき、前記錠剤分包機１１
又は１２では、前記調剤データＤ２に含まれた服用時期ごとの前記調剤レシピＤ２１～Ｄ
２３に基づいて服用時期ごとに錠剤の分包動作が実行される。一方、前記運用モードが前
記夜間モードである場合、前記処方データＤ１が前記サーバー４に入力されると、前記Ｃ
ＰＵ４１は、前記処方レシピＤ１１及びＤ１２に基づいて図１６（Ｃ）に示す前記調剤デ
ータＤ３を生成する。なお、前記調剤データＤ３は、前記処方データに含まれた医薬品各
々の総量を示す調剤レシピＤ３１及びＤ３２を含む。そして、前記ＣＰＵ４１は、前記調
剤データＤ３を前記シート払出装置２５に対応する前記調剤データ格納領域４４１に記憶
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させることにより、前記シート払出装置２５に前記調剤データＤ３に基づく調剤動作を実
行させる。
【００６６】
以上説明したように、前記調剤システム１００では、前記モード切替部Ｐ１０又は前記モ
ード切替部Ｐ１１のユーザー操作に応じて前記ＣＰＵ４１により前記運用モードが切り替
えられ、前記調剤機器１０各々の機器運用モードが切り替えられる。従って、ユーザーは
、任意のタイミングで前記モード切替部Ｐ１０又は前記モード切替部Ｐ１１を操作するだ
けで複数の前記調剤機器１０の使用有無などの使用条件を簡単に切り替えることができる
。例えば、昼間は前記外来調剤室１０１及び前記入院調剤室１０２の両方に薬剤師が駐在
し、夜間には前記入院調剤室１０２のみに薬剤師が駐在する業務運用を考える。この場合
、昼間は前記運用モードを前記通常モードに設定することにより、外来患者に処方する医
薬品を調剤する際には前記外来調剤室１０１の前記調剤機器１０が使用され、入院患者に
処方する医薬品を調剤する際には前記入院調剤室１０２の前記調剤機器１０が使用される
。一方、夜間は前記運用モードを前記夜間モードに切り替えることにより、外来患者及び
入院患者のいずれに処方する医薬品を調剤する際にも前記入院調剤室１０２の前記調剤機
器１０が使用される。そして、このような前記運用モードの切り替えは、前記モード切替
部Ｐ１０又は前記モード切替部Ｐ１１を操作するだけの簡単な操作によって行うことが可
能であるため、前記調剤機器１０各々の使用有無などの使用条件を個別に切り替える場合
に比べてユーザー操作の手間が軽減される。
【００６７】
［その他の機能］また、前記調剤システム１００の前記サーバー４が、以下に示す機能を
備えることが考えられる。なお、以下に示す各機能は、前記ＣＰＵ４１が前記調剤管理プ
ログラムに従って各種の処理を実行することにより具現される。
【００６８】
［エラー代替機能］前記サーバー４は、故障、医薬品の残量不足、消耗品切れなどのエラ
ーにより使用することができない前記調剤機器１０が存在する場合に、そのエラーが生じ
た前記調剤機器１０を選択候補から除外して代替機を使用するエラー代替機能を備えるこ
とが考えられる。ここに、図１７は、前記エラー代替機能を具現するために前記ＣＰＵ４
１によって実行されるエラー代替処理の手順の一例を示すフローチャートである。なお、
前記エラー代替処理は、前記ＣＰＵ４１により前記調剤制御処理と並行して実行される。
【００６９】
＜ステップＳ１０１＞まず、ステップＳ１０１において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機
器１０各々のエラーの発生の有無を判断する。例えば、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器
１０にエラーが生じた場合に前記調剤機器１０から送信されるエラー信号に応じて前記エ
ラーの発生を認識する。また、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０各々との間で定期通
信を実行しており、前記定期通信が正常に行われなかった前記調剤機器１０にエラーが発
生したと認識することも考えられる。ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０のい
ずれかにエラーが発生したと判断すると（Ｓ１０１のＹｅｓ側）、処理をステップＳ１０
２に移行させる。一方、前記エラーが発生していなければ（Ｓ１０２のＮｏ側）、前記Ｃ
ＰＵ４１は処理を前記ステップＳ１０１で待機させ、前記エラーの発生の有無の判断を繰
り返す。
【００７０】
＜ステップＳ１０２＞ステップＳ１０２において、前記ＣＰＵ４１は、前記エラーが発生
した前記調剤機器１０に対応する代替端末が予め登録されているか否かを判断する。例え
ば、前記調剤機器１０各々に対応する代替端末が予め登録された代替情報が前記データ記
憶部４４に記憶されており、前記ＣＰＵ４１は、前記代替情報に基づいて前記調剤機器１
０に対応する代替端末が登録されているか否かを判断する。なお、前記代替情報は、前記
ＣＰＵ４１が、前記入力装置４６又は前記入力装置５６のユーザー操作に応じて予め登録
する情報であり、前記調剤機器１０と前記代替端末との対応関係を示す情報である。なお
、前記調剤機器１０ごとに対応付けられた前記代替端末は、同じ種類の医薬品を調剤する
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ことができれば、同じ機種の調剤機器１０であっても異なる機種の調剤機器１０であって
もよい。例えば、前記錠剤分包機１１にエラーが発生した場合に前記シート払出装置１５
を代替端末として用いること、或いは、前記シート払出装置１５にエラーが発生した場合
に前記錠剤分包機１１を代替端末として用いることも可能である。ここで、前記ＣＰＵ４
１は、前記代替端末が登録されていると判断すると（Ｓ１０２のＹｅｓ側）、処理をステ
ップＳ１０４に移行させ、前記エラーが発生していなければ（Ｓ１０２のＮｏ側）、処理
をステップＳ１０３に移行させる。
【００７１】
＜ステップＳ１０３＞ステップＳ１０３において、前記ＣＰＵ４１は、前記エラーが発生
した前記調剤機器１０と同じ機種である他の調剤機器１０を代替端末として自動的に選択
する。なお、前記調剤機器１０と同じ機種の調剤機器１０が他に存在しない場合、前記Ｃ
ＰＵ４１は前記表示装置４７にエラー情報を表示させて、当該エラー代替処理を終了させ
る。また、前記ＣＰＵ４１が、前記確認画面に、前記エラーが発生した前記調剤機器１０
の代替端末となり得る他の前記調剤機器１０の候補を表示させ、ユーザーにより他の候補
が選択された場合に、その選択された前記調剤機器１０を前記代替端末として使用するこ
とも考えられる。
【００７２】
＜ステップＳ１０４＞そして、ステップＳ１０４において、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤
機器１０に代えて、前記ステップＳ１０３で自動的に選択された前記代替端末、又は前記
代替情報に予め登録された前記代替端末の使用の有無をユーザーに確認させるための確認
画面を表示させる。具体的に、前記確認画面には、前記代替端末を使用するか否かを選択
するための操作キーが表示され、前記操作キーのユーザー操作により前記代替端末の使用
の有無が選択される。
【００７３】
＜ステップＳ１０５＞続いて、ステップＳ１０５において、前記ＣＰＵ４１は、前記確認
画面に対してユーザーにより前記代替端末の使用確認操作が行われたか否かを判断する。
ここで、前記ＣＰＵ４１は、前記代替端末の使用確認操作が行われたと判断すると（Ｓ１
０５のＹｅｓ側）、処理をステップＳ１０６に移行させる。一方、前記代替端末を使用し
ない旨の操作が行われた場合（Ｓ１０５のＮｏ側）、前記ＣＰＵ４１は前記表示装置４７
にエラー情報を表示させて、処理を前記ステップＳ１０１に移行させる。
【００７４】
＜ステップＳ１０６＞ステップＳ１０６において、前記ＣＰＵ４１は、前記エラーが発生
した前記調剤機器１０を前記代替端末に切り替える。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記
エラーが発生した前記調剤機器１０の機器運用モードをエラー発生時に対応して予め設定
された機器運用モード（例えば、図７（Ｅ）の１号機故障モード等）に自動的に変更する
。これにより、前記処方データに基づいてエラー発生中の前記調剤機器１０を選択するべ
き状況において、前記ＣＰＵ４１は前記代替端末を選択する。従って、前記調剤機器１０
にエラーが発生した場合でも、代替可能な前記調剤機器１０が他に存在する場合には、そ
の調剤機器１０を用いて調剤業務を継続することができる。なお、前記調剤機器１０のエ
ラーが解消した場合、前記ＣＰＵ４１は、前記調剤機器１０の機器運用モードを現在の前
記調剤システム１００の運用モードと前記使用条件情報とに応じて自動的に変更する。
【００７５】
［スケジュール自動切替機能］また、前記サーバー４は、前記調剤システム１００の運用
モードを予め設定されたスケジュールに従って自動的に切り替えるスケジュール自動切替
機能を備えることが考えられる。具体的に、前記ＣＰＵ４１は、前記運用切替画面Ｒ１（
図４参照）に表示された前記カレンダ操作部Ｐ１４が操作されると、前記運用モードの切
り替えのスケジュールを設定するための設定画面Ｒ８を前記表示装置４７に表示させる。
ここに、図１８は、前記設定画面Ｒ８の一例を示す図である。図１８に示すように、前記
設定画面Ｒ８には、勤務時間入力部Ｐ８１、運用モード入力部Ｐ８２、及び設定完了操作
部Ｐ８３などが表示されている。前記勤務時間入力部Ｐ８１は、前記調剤システム１００
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が使用される医療機関の勤務時間を入力するための入力欄、前記運用モード入力部Ｐ８２
は、前記勤務時間各々に対応する運用モードを入力するための入力欄である。前記ＣＰＵ
４１は、ユーザーにより前記運用モード入力部Ｐ８２に前記運用モードに対応する前記識
別コードが入力されることにより前記識別コードに対応する前記運用モードを表示する。
そして、前記設定完了操作部Ｐ８３が操作されると、前記ＣＰＵ４１は、前記勤務時間入
力部Ｐ８１及び前記運用モード入力部Ｐ８２に入力された情報をカレンダ情報として前記
データ記憶部４４に記憶させる。その後、前記ＣＰＵ４１は、前記データ記憶部４４に記
憶された前記カレンダ情報に従って、前記調剤システム１００の運用モードを現在時刻が
属する前記勤務時間に対応する運用モードに自動的に切り替える。例えば、前記ＣＰＵ４
１は、平日の９時～１７時の間は前記運用モードを前記通常モードに設定し、平日の１７
時になった場合に前記運用モードを前記夜間モードに切り替える。これにより、ユーザー
は予め設定したスケジュール通りに前記調剤システム１００の運用モードを自動的に切り
替えることができ、ユーザーの切替操作の手間が軽減される。また、前記設定画面Ｒ８に
おいて前記カレンダ情報を変更するだけで複数の前記調剤機器１０の機器運用モードを自
動的に切り替えるスケジュールを簡単に変更することができる。もちろん、このようなス
ケジュール自動切替機能を有する構成でも、前記ＣＰＵ４１は、前記モード切替部Ｐ１０
、Ｐ１１のユーザー操作に応じて任意のタイミングで前記調剤システム１００の運用モー
ドを切り替えることが可能である。
【００７６】
［他の実施形態］なお、前記実施の形態では、複数の前記調剤機器１０が二つの前記外来
調剤室１０１及び前記入院調剤室１０２に設けられた構成を例に挙げて説明したが、一つ
の調剤室に複数の前記調剤機器１０が設けられた構成であってもよい。ここに、図１９は
、本発明の他の実施形態に係る調剤システム２００の概略構成を示す図である。図１９に
示す調剤システム２００は、一つの調剤室２０１に複数の前記調剤機器１０が配置された
病院又は調剤薬局などの医療機関に設けられる。なお、前記調剤システム１００と同様の
構成要素には同じ符号を付して説明を省略する。図１９に示すように、前記調剤システム
２００は、前記調剤機器群１及び前記調剤管理システム３を備え、前記調剤機器群２を備
えていない点で前記調剤システム１００と構成が異なる。このように構成された前記調剤
システム２００においても、前記サーバー４の前記ＣＰＵ４１によって前記調剤制御処理
が実行され、前記クライアント端末５の前記ＣＰＵ５１によって前記遠隔切替処理が実行
される（図３参照）。これにより、前記調剤システム２００においても、ユーザーが任意
のタイミングで前記調剤システム２００の運用モードを切り替えて前記調剤機器１０各々
の使用有無を簡単に切り替えることが可能である。
【００７７】
また、前記調剤システム２００において、例えば前記夜間モードを複数登録しておき複数
の前記夜間モードを交互に実行させることが考えられる。もちろん、前記通常モードを複
数登録しておき複数の前記通常モードを交互に実行させることも可能である。例えば、前
記サーバー４で実行される前記運用モード設定処理（図５参照）において、前記夜間モー
ドとして３つの夜間モード１、夜間モード２、及び夜間モード３が予め登録されることが
考えられる。ここに、図２０（Ａ）～（Ｃ）は、前記夜間モード１～３の一例を示す図で
ある。図２０（Ａ）～（Ｃ）に示す例では、前記夜間モード１の場合は前記錠剤分包機１
１（１号機）及び前記薬袋プリンタ１６（１号機）が使用され、前記夜間モード２の場合
は前記錠剤分包機１２（２号機）及び前記薬袋プリンタ１７（２号機）が使用され、前記
夜間モード３の場合は前記錠剤分包機１１（１号機）及び前記薬袋プリンタ１８（３号機
）が使用される。これにより、ユーザーは、前記モード切替部１０又は前記モード切替部
１１を操作して前記通常モードを前記夜間モードに切り替える際、前記夜間モード１、前
記夜間モード２、前記夜間モード３を毎日又は所定期間ごとに切り替えて使用することが
可能である。そして、前記夜間モード１、前記夜間モード２、及び前記夜間モード３が順
次使用されると、前記錠剤分包機１１及び前記錠剤分包機１２が交互に使用され、前記薬
袋プリンタ１６～１８が順次使用されることになる。これにより、前記調剤機器１０各々
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を均等に使用することができ、例えば前記調剤機器１０各々の消耗品を均等に消費させる
ことや、前記調剤機器１０各々の劣化を均等にすることができる。また、前記ＣＰＵ４１
が、前記モード切替部１０が操作されることにより前記通常モードと前記夜間モードとを
切り替える際に、前記夜間モードとして前記夜間モード１、前記夜間モード２、及び前記
夜間モード３を順に適用することが考えられる。即ち、前記モード切替部１０が操作され
る度に、前記ＣＰＵ４１が、前記運用モードを、前記通常モード、前記夜間モード１、前
記通常モード、前記夜間モード２、前記通常モード、前記夜間モード３、前記通常モード
・・・の順に切り替えることが考えられる。さらに、前記ＣＰＵ４１が、前記夜間モード
１、前記夜間モード２、及び前記夜間モード３の使用頻度を前記データ記憶部４４に蓄積
して記憶し、前記夜間モードへの切り替えの際に、前記使用頻度が少ない夜間モードを自
動的に選択することも考えられる。なお、前記ＣＰＵ４１が、前記調剤機器１０各々の使
用頻度を前記データ記憶部４４に蓄積して記憶し、前記運用モードに応じて使用すべき前
記調剤機器１０として設定された同じ機種の前記調剤機器１０が複数存在する場合に、前
記使用頻度が少ない前記調剤機器１０を自動的に選択することも考えられる。
【符号の説明】
【００７８】
１　：調剤機器群
２　：調剤機器群
３　：調剤管理システム
４　：サーバー（調剤管理装置の一例）
５　：クライアント端末（通信端末の一例）
１０：調剤機器
１１、１２、２１：錠剤分包機
１３、２２、２３：散薬分包機
１４、２４：水剤分注機
１５、２５：シート払出装置
１６～１８、２６、２７：薬袋プリンタ
４１：ＣＰＵ
４２：ＲＯＭ
４３：ＲＡＭ
４４：データ記憶部
４５：通信インターフェース
４６：入力装置
４７：表示装置
４８：処方通信部
４９：バス
５１：ＣＰＵ
５２：ＲＯＭ
５３：ＲＡＭ
５４：データ記憶部
５５：通信インターフェース
５６：入力装置
５７：表示装置
５８：バス
１００、２００：調剤システム
１０１：外来調剤室
１０２：入院調剤室
２０１：調剤室
【要約】
ユーザーが任意のタイミングで複数の調剤機器の使用条件を簡単に切り替えることのでき
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る調剤管理装置、調剤管理プログラム、及び調剤管理システムを提供すること。予め設定
された複数の運用モード（通常モード、夜間モード、休日モードなど）の切替操作を受け
付けた場合に、前記運用モードを切り替え、処方データと前記運用モードごとに対応して
予め設定された調剤機器各々の使用有無などの使用条件とに基づいて複数の前記調剤機器
から一又は複数の前記調剤機器を制御対象として選択する。

【図１】 【図２】
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【図４】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１５】
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【図１８】
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【図２０】
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